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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ
）無線通信システムにおいて第１アップリンク信号および第２アップリンク信号を送信す
る方法であって、前記第１アップリンク信号は初期送信のためのＵＬ－ＳＣＨ（Ｕｐｌｉ
ｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）転送ブロックのデータを含み、前記第２アップリ
ンク信号は、同一のＵＬ－ＳＣＨ転送ブロックのデータおよび制御情報の両方を含み、前
記方法は、
　チャネル符号化された制御情報を生成するために、前記制御情報の符号化されたシンボ
ルの数に基づいて前記第２アップリンク信号の前記制御情報をチャネル符号化することを
含み、
　前記制御情報の符号化されたシンボルの数は、以下の式
【数１】
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を用いて決定され、ここで、
　Ｑ’は、前記第２アップリンク信号の前記制御情報の前記符号化されたシンボルの数で
あり、
　Ｏは、前記第２アップリンク信号の前記制御情報のペイロードサイズであり、
【数２】

は、前記第１アップリンク信号の初期物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）送信
のためのサブフレーム毎のＳＣ－ＦＤＭＡ（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｆｒｅｑｕ
ｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）シンボルの数であり、
【数３】

は、前記第１アップリンク信号の前記初期ＰＵＳＣＨ送信のためのスケジューリングされ
た帯域幅を表す副搬送波の数であり、
【数４】

は、前記第２アップリンク信号の前記制御情報に適用されるオフセット値であり、
　ｒは、前記第１アップリンク信号のＵＬ－ＳＣＨ転送ブロックのコードブロック番号で
あり、Ｋｒは、コードブロック番号ｒ内のビットの数であり、Ｃは、コードブロックの総
数であり、
　前記制御情報は、チャネル品質制御情報、ランク指標、およびａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅ
ｍｅｎｔ（ＡＣＫ）／ｎｅｇａｔｉｖｅ　ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ（ＮＡＣＫ）
情報のうちの１つである、方法。
【請求項２】
　チャネル符号化されたデータを生成するために前記アップリンク信号のデータをチャネ
ル符号化することと、
　前記アップリンク信号を生成するために前記チャネル符号化された制御情報および前記
チャネル符号化されたデータをチャネルインターリーブすることと、
　前記アップリンク信号を送信することと
　をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記チャネル品質制御情報は、チャネル品質情報（ＣＱＩ）およびプリコーディングマ
トリクスインジケータ（ＰＭＩ）のうちの少なくとも１つを含む、請求項１に記載の方法
。
【請求項４】
　前記チャネル品質制御情報のペイロードサイズは、前記チャネル品質制御情報に加えら
れたＣｙｃｌｉｃ　Ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　Ｃｈｅｃｋ（ＣＲＣ）のサイズを含む、請求
項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１アップリンク信号のＵＬ－ＳＣＨ転送ブロックに対するパラメータと、前記第
１アップリンク信号の初期ＰＵＳＣＨ送信のためのリソースとをメモリまたはキャッシュ
から取り出すことをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ
）無線通信システムにおいて第１アップリンク信号および第２アップリンク信号を処理す
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る方法であって、前記第１アップリンク信号は初期送信のためのＵＬ－ＳＣＨ（Ｕｐｌｉ
ｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）転送ブロックのデータを含み、前記第２アップリ
ンク信号は、同一のＵＬ－ＳＣＨ転送ブロックのデータおよび制御情報の両方を含み、前
記方法は、
　前記制御情報を生成するために、前記制御情報の符号化されたシンボルの数に基づいて
、前記第２アップリンク信号のチャネル符号化された制御情報をチャネル復号化すること
を含み、
　前記制御情報の符号化されたシンボルの数は、以下の式
【数５】

 
を用いて決定され、ここで、
　Ｑ’は、前記第２アップリンク信号の前記制御情報の前記符号化されたシンボルの数で
あり、
　Ｏは、前記第２アップリンク信号の前記制御情報のペイロードサイズであり、
【数６】

は、前記第１アップリンク信号の初期物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）送信
のためのサブフレーム毎のＳＣ－ＦＤＭＡ（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｆｒｅｑｕ
ｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）シンボルの数であり、
【数７】

は、前記第１アップリンク信号の前記初期ＰＵＳＣＨ送信のためのスケジューリングされ
た帯域幅を表す副搬送波の数であり、
【数８】

は、前記第２アップリンク信号の前記制御情報に適用されるオフセット値であり、
　ｒは、前記第１アップリンク信号のＵＬ－ＳＣＨ転送ブロックのコードブロック番号で
あり、Ｋｒは、コードブロック番号ｒ内のビットの数であり、Ｃは、コードブロックの総
数であり、
　前記制御情報は、チャネル品質制御情報、ランク指標、およびａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅ
ｍｅｎｔ（ＡＣＫ）／ｎｅｇａｔｉｖｅ　ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ（ＮＡＣＫ）
情報のうちの１つである、方法。
【請求項７】
　前記アップリンク信号を受信することと、
　前記チャネル符号化された制御情報およびチャネル符号化されたデータを生成するため
に前記アップリンク信号をチャネルデインターリーブすることと、
　前記データを生成するために前記チャネル符号化されたデータをチャネル復号化するこ
とと



(4) JP 5329651 B2 2013.10.30

10

20

30

40

50

　をさらに含む、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記チャネル品質制御情報は、チャネル品質情報（ＣＱＩ）およびプリコーディングマ
トリクスインジケータ（ＰＭＩ）のうちの少なくとも１つを含む、請求項６に記載の方法
。
【請求項９】
　前記チャネル品質制御情報のペイロードサイズは、前記チャネル品質制御情報に加えら
れたＣｙｃｌｉｃ　Ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　Ｃｈｅｃｋ（ＣＲＣ）のサイズを含む、請求
項６に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１アップリンク信号のＵＬ－ＳＣＨ転送ブロックに対するパラメータと、前記第
１アップリンク信号の初期ＰＵＳＣＨ送信のためのリソースとをメモリまたはキャッシュ
から取り出すことをさらに含む、請求項６に記載の方法。
【請求項１１】
　３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ
）無線通信システムにおいて第１アップリンク信号および第２アップリンク信号を送信す
るように構成された装置であって、前記第１アップリンク信号は初期送信のためのＵＬ－
ＳＣＨ（Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）転送ブロックのデータを含み、
前記第２アップリンク信号は、同一のＵＬ－ＳＣＨ転送ブロックのデータおよび制御情報
の両方を含み、前記装置は、
　ＲＦユニットと、
　メモリと、
　前記ＲＦユニットと前記メモリとに動作可能に接続されたプロセッサと
　を含み、前記プロセッサは、チャネル符号化された制御情報を生成するために、前記制
御情報の符号化されたシンボルの数に基づいて前記第２アップリンク信号の前記制御情報
をチャネル符号化するように構成され、
　前記制御情報の符号化されたシンボルの数は、以下の式
【数９】

 
を用いて決定され、ここで、
　Ｑ’は、前記第２アップリンク信号の前記制御情報の前記符号化されたシンボルの数で
あり、
　Ｏは、前記第２アップリンク信号の前記制御情報のペイロードサイズであり、

【数１０】

は、前記第１アップリンク信号の初期物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）送信
のためのサブフレーム毎のＳＣ－ＦＤＭＡ（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｆｒｅｑｕ
ｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）シンボルの数であり、

【数１１】
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は、前記第１アップリンク信号の前記初期ＰＵＳＣＨ送信のためのスケジューリングされ
た帯域幅を表す副搬送波の数であり、
【数１２】

は、前記第２アップリンク信号の前記制御情報に適用されるオフセット値であり、
　ｒは、前記第１アップリンク信号のＵＬ－ＳＣＨ転送ブロックのコードブロック番号で
あり、Ｋｒは、コードブロック番号ｒ内のビットの数であり、Ｃは、コードブロックの総
数であり、
　前記制御情報は、チャネル品質制御情報、ランク指標、およびａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅ
ｍｅｎｔ（ＡＣＫ）／ｎｅｇａｔｉｖｅ　ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ（ＮＡＣＫ）
情報のうちの１つである、装置。
【請求項１２】
　前記プロセッサは、
　チャネル符号化されたデータを生成するために前記アップリンク信号のデータをチャネ
ル符号化することと、
　前記アップリンク信号を生成するために前記チャネル符号化された制御情報および前記
チャネル符号化されたデータをチャネルインターリーブすることと、
　前記アップリンク信号を送信することと
　を行うようにさらに構成される、請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記チャネル品質制御情報は、チャネル品質情報（ＣＱＩ）およびプリコーディングマ
トリクスインジケータ（ＰＭＩ）のうちの少なくとも１つを含む、請求項１１に記載の装
置。
【請求項１４】
　前記チャネル品質制御情報のペイロードサイズは、前記チャネル品質制御情報に加えら
れたＣｙｃｌｉｃ　Ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　Ｃｈｅｃｋ（ＣＲＣ）のサイズを含む、請求
項１１に記載の装置。
【請求項１５】
　前記プロセッサは、
　前記第１アップリンク信号のＵＬ－ＳＣＨ転送ブロックに対するパラメータと、前記第
１アップリンク信号の初期ＰＵＳＣＨ送信のためのリソースとをメモリまたはキャッシュ
から取り出すようにさらに構成される、請求項１１に記載の装置。
【請求項１６】
　３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ
）無線通信システムにおいて第１アップリンク信号および第２アップリンク信号を処理す
るように構成された装置であって、前記第１アップリンク信号は初期送信のためのＵＬ－
ＳＣＨ（Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）転送ブロックのデータを含み、
前記第２アップリンク信号は、同一のＵＬ－ＳＣＨ転送ブロックのデータおよび制御情報
の両方を含み、前記装置は、
　ＲＦユニットと、
　メモリと、
　前記ＲＦユニットと前記メモリとに動作可能に接続されたプロセッサと
　を含み、前記プロセッサは、
　前記制御情報を生成するために、前記制御情報の符号化されたシンボルの数に基づいて
、前記第２アップリンク信号のチャネル符号化された制御情報をチャネル復号化するよう
に構成され、
　前記制御情報の符号化されたシンボルの数は、以下の式
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【数１３】

 
を用いて決定され、ここで、
　Ｑ’は、前記第２アップリンク信号の前記制御情報の前記符号化されたシンボルの数で
あり、
　Ｏは、前記第２アップリンク信号の前記制御情報のペイロードサイズであり、

【数１４】

は、前記第１アップリンク信号の初期物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）送信
のためのサブフレーム毎のＳＣ－ＦＤＭＡ（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｆｒｅｑｕ
ｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）シンボルの数であり、
【数１５】

は、前記第１アップリンク信号の前記初期ＰＵＳＣＨ送信のためのスケジューリングされ
た帯域幅を表す副搬送波の数であり、
【数１６】

は、前記第２アップリンク信号の前記制御情報に適用されるオフセット値であり、
　ｒは、前記第１アップリンク信号のＵＬ－ＳＣＨ転送ブロックのコードブロック番号で
あり、Ｋｒは、コードブロック番号ｒ内のビットの数であり、Ｃは、コードブロックの総
数であり、
　前記制御情報は、チャネル品質制御情報、ランク指標、およびａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅ
ｍｅｎｔ（ＡＣＫ）／ｎｅｇａｔｉｖｅ　ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ（ＮＡＣＫ）
情報のうちの１つである、装置。
【請求項１７】
　前記プロセッサは、
　前記アップリンク信号を受信することと、
　前記チャネル符号化された制御情報およびチャネル符号化されたデータを生成するため
に前記アップリンク信号をチャネルデインターリーブすることと、
　前記データを生成するために前記チャネル符号化されたデータをチャネル復号化するこ
とと
　を行うようにさらに構成される、請求項１６に記載の装置。
【請求項１８】
　前記チャネル品質制御情報は、チャネル品質情報（ＣＱＩ）およびプリコーディングマ
トリクスインジケータ（ＰＭＩ）のうちの少なくとも１つを含む、請求項１６に記載の装
置。
【請求項１９】
　前記チャネル品質制御情報のペイロードサイズは、前記チャネル品質制御情報に加えら
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れたＣｙｃｌｉｃ　Ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　Ｃｈｅｃｋ（ＣＲＣ）のサイズを含む、請求
項１６に記載の装置。
【請求項２０】
　前記プロセッサは、
　前記第１アップリンク信号のＵＬ－ＳＣＨ転送ブロックに対するパラメータと、前記第
１アップリンク信号の初期ＰＵＳＣＨ送信のためのリソースとをメモリまたはキャッシュ
から取り出すようにさらに構成される、請求項１６に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、制御情報及びデータを含むアップリンク信号をアップリンクチャネルを通じ
て伝送する方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　（ＬＴＥのチャネル構造及びマッピング） 
　３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ
）ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）のリンクチャネル構造及びマッピ
ング（ｍａｐｐｉｎｇ）を説明すると、次の通りである。ダウンリンク（ｄｏｗｎｌｉｎ
ｋ）物理チャネル（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）には、ＰＤＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉ
ｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ＰＢＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃ
ａｌ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ＰＭＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｍｕｌｔ
ｉｃａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ、ＰＣＦＩＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｆｏ
ｒｍａｔ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ、ＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏ
ｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ及びＰＨＩＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｈ
ｙｂｒｉｄ　ＡＲＱ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ）がある。アップリンク（ｕ
ｐｌｉｎｋ）物理チャネルには、ＰＵＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａ
ｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ＰＵＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒ
ｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）及びＰＲＡＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓ
ｓ　Ｃｈａｎｎｅｌ）がある。
【０００３】
　また、ダウンリンク伝送チャネル（ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｃｈａｎｎｅｌ）には、ＢＣ
Ｈ（Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ＤＬ－ＳＣＨ（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａ
ｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ＰＣＨ（Ｐａｇｉｎｇ　Ｃｈａｎｎｅｌ）及びＭＣＨ（Ｍｕ
ｌｔｉｃａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）があり、アップリンク伝送チャネルには、ＵＬ－ＳＣ
Ｈ（Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）及びＲＡＣＨ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃ
ｃｅｓｓ　Ｃｈａｎｎｅｌ）がある。
【０００４】
　図１は、ダウンリンク物理チャネルとダウンリンク伝送チャネル間のマッピング関係を
示す図であり、図２は、アップリンク物理チャネルと伝送チャネル間のマッピング関係を
示す図である。図１及び図２に示すように、上記の物理チャネル及び伝送チャネルがマッ
ピングされる。
【０００５】
　一方、制御チャネル（Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）に分類される論理チャネル（
ｌｏｇｉｃａｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）には、ＢＣＣＨ（Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｏｎｔｒｏ
ｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ＰＣＣＨ（Ｐａｇｉｎｇ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、
ＣＣＣＨ（Ｃｏｍｍｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ＭＣＣＨ（Ｍｕｌｔｉｃ
ａｓｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）及びＤＣＣＨ（Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｃｏｎ
ｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）があり、トラフィックチャネル（Ｔｒａｆｆｉｃ　Ｃｈａｎ
ｎｅｌ）に分類される論理チャネルには、ＤＴＣＨ（Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｔｒａｆｆｉ
ｃ　Ｃｈａｎｎｅｌ）及びＭＴＣＨ（Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　Ｔｒａｆｆｉｃ　Ｃｈａｎｎ
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ｅｌ）がある。
【０００６】
　図３は、ダウンリンク伝送チャネルと論理チャネル間のマッピング関係を示す図であり
、図４は、アップリンク伝送チャネルと論理チャネル間のマッピング関係を示す図である
。図３及び図４に示すように伝送チャネルが論理チャネルとマッピングされる。
【０００７】
　（ＬＴＥのスロット構造） 
　セルラーＯＦＤＭ無線パケット通信システムで、アップリンク／ダウンリンクデータパ
ケット伝送は、サブフレーム（ｓｕｂｆｒａｍｅ）単位で行われ、１サブフレームは多数
のＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔ
ｉｐｌｅｘｉｎｇ）シンボル（ｓｙｍｂｏｌ）を含む一定の時間区間と定義される。
【０００８】
　３ＧＰＰは、ＦＤＤ（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘ）に適用
可能なタイプ１（ｔｙｐｅ　１）無線フレーム構造（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｆｒａｍｅ　Ｓ
ｔｒｕｃｔｕｒｅ）、及びＴＤＤ（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘ）に適用
可能なタイプ２の無線フレーム構造（Ｆｒａｍｅ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ）を支援する。
【０００９】
　図５は、タイプ１無線フレームの構造を示す図である。タイプ１無線フレームは、１０
個のサブフレームで構成され、１個のサブフレームは２個のスロット（Ｓｌｏｔ）で構成
される。
【００１０】
　図６は、タイプ２無線フレームの構造を示す図である。タイプ２無線フレームは、２個
のハフフレーム（ｈａｌｆ　ｆｒａｍｅ）で構成されて、各ハフフレームは、５個のサブ
フレームとＤｗＰＴＳ（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｐｉｌｏｔｉｎｇ　Ｔｉｍｅ　Ｓｌｏｔ）、
ＧＰ（Ｇａｐ　Ｐｅｒｉｏｄ）、ＵｐＰＴＳ（Ｕｐｌｉｎｋ　Ｐｉｌｏｔｉｎｇ　Ｔｉｍ
ｅ　Ｓｌｏｔ）で構成される。ここで、１のサブフレームは、２個のスロットで構成され
る。
【００１１】
　ＤｗＰＴＳは、最初セル検索、同期またはチャネル測定などのために用いられる。Ｕｐ
ＰＴＳは、ＵＥ（ユーザ機器）のアップリンク伝送同期であるｅＮＢ（ｅｖｏｌｖｅｄ　
Ｎｏｄｅ　Ｂ）のチャネル測定のために用いられる。ＧＰは、アップリンクとダウンリン
ク間のダウンリンク信号の様々な経路遅延による干渉を除去するためのインターバル（ｉ
ｎｔｅｒｖａｌ）である、すなわち、無線フレームのタイプにかかわらずに１個のサブフ
レームは２個のスロットで構成される。
【００１２】
　図７には、ＬＴＥダウンリンクのスロット構造を示す。図７に示すように、各スロット
（ｓｌｏｔ）で伝送される信号は、副搬送波（ｓｕｂｃａｒｒｉｅｒ）及びＯＦＤＭシン
ボルで構成されるリソース格子（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｇｒｉｄ）で表すことができる。こ
こで、ダウンリンクにおけるリソースブロック（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ；ＲＢ）
の個数を表し、一つのＲＢを構成する副搬送波の個数を表し、一つのダウンリンクスロッ
トにおけるＯＦＤＭシンボルの個数を表す。
【００１３】
　図８には、ＬＴＥアップリンクスロット構造を示す。図８に示すように、各スロットで
伝送される信号は、副搬送波及びＯＦＤＭシンボルで構成されるリソース格子で表すこと
ができる。ここで、アップリンクにおけるＲＢの個数を表し、一つのＲＢを構成する副搬
送波の個数を表し、一つのダウンリンクスロットにおけるＯＦＤＭシンボルの個数を表す
。リソース要素（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）は、アップリンクスロットとダウ
ンリンクスロット内でインデックス（ａ，ｂ）で定義されるリソース単位で、１個の副搬
送波と１個のＯＦＤＭシンボルを表す（ここで、ａは周波数軸上のインデックスであり、
ｂは時間軸上のインデックスである。）。
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【００１４】
　一方、ｅＮＢは、制御情報をダウンリンクで送信して、アップリンク伝送チャネルであ
るＵＬ－ＳＣＨ（Ｕｐ　Ｌｉｎｋ－Ｓｈｒａｅｄ　ＣＨａｎｎｅｌ）を制御する。この時
、ダウンリンクで伝送される制御情報は、ＵＬ－ＳＣＨが伝送するリソースブロック（Ｒ
Ｂ）の個数及び変調次数（Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　Ｏｒｄｅｒ）を、ＵＥに知らせる。ま
た、該制御情報は、アップリンクでデータが伝送される場合に、データのペイロードサイ
ズ（ｐａｙｌｏａｄ　ｓｉｚｅ）を知らせる。ここで、ペイロードサイズは、ＭＡＣ層（
ｌａｙｅｒ）からの情報のサイズ（データの場合はデータのサイズ、制御情報（例えばＣ
ＱＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）／ＰＭＩ（Ｐｒｅｃｏｄ
ｉｎｇ　Ｍａｔｒｉｘ　Ｉｎｄｅｘ））の場合は制御情報のサイズ）と物理層（ｐｈｙｓ
ｉｃａｌ　ｌａｙｅｒ）で当該情報に任意に付加されたＣＲＣとの和として定義すること
ができる。ＣＲＣが制御情報に付加される前における制御情報のサイズによってＣＲＣを
制御情報に付加しなくて済むことがあり、よって、制御情報のペイロードはＣＲＣのサイ
ズを含まない場合もある。特に、ＣＲＣの付加されていない制御情報のサイズが１１ビッ
トと同一であるかまたは小さい場合、ＣＲＣは制御情報に付加されない。また、ＣＲＣの
付加されていない制御情報のサイズが１２ビットと同一であるかまたは大きい場合、ＣＲ
Ｃは制御情報に付加される。
【００１５】
　また、データと制御情報（例えば、ＣＱＩ／ＰＭＩまたはランク指示子（ＲＩ））を共
に多重化してＵＬ－ＳＣＨで伝送することもできる。しかし、データが符号化（ｅｎｃｏ
ｄｉｎｇ）される方式と制御情報が符号化される方式とが相互に異なったり、ｅＮＢが要
求する、データのブロック誤り率（Ｂｌｏｃｋ　Ｅｒｒｏｒ　Ｒａｔｅ；ＢＬＥＲ）と制
御情報のブロック誤り率とが互い異なることがある。したがって、データが伝送される変
調次数、ＲＢ個数及びペイロードサイズを用いてデータが伝送される符号率（ｃｏｄｅ　
ｒａｔｅ）が確認できるとしても、制御情報が伝送される符号率が確認できない他、デー
タ及び制御情報は一緒に多重化してＵＬ－ＳＣＨで伝送されるから、データが伝送される
シンボルの個数も確認することができない。
【００１６】
　このような問題点を解決するために、制御情報が伝送される符号率は、データが伝送さ
れる符号率に照らしてｅＮＢにより可変されうるようなオフセット（ｏｆｆｓｅｔ）だけ
補正されるようにシステムが運営される。
【００１７】
　このようにシステムが運営されるとしても、データが伝送される符号率は、事実上、デ
ータと一緒に多重化される情報によって変わることがあり、データが伝送されない場合は
ＣＱＩ／ＰＭＩ及びランク指示子などが伝送される符号率をユーザ機器（ＵＥ）が類推す
ることができず、ＵＬ－ＳＣＨで伝送する種々の情報の組み合わせによって、伝送される
情報（例えば、ＣＱＩ／ＰＭＩまたはランク指示子）の符号率を計算する方法が要求され
る。
【００１８】
　一方、通信システムでは、データパケット（ｐａｃｋｅｔ）を伝送し、該データパケッ
トの受信失敗によってデータパケットに誤りが生じた場合、該当のデータパケットが再伝
送される。
【００１９】
　データパケットを再伝送する時、データパケットを最初に伝送する時に使用した物理リ
ソースを全部使用するのではなく、最初に受信したデータパケットと再伝送により受信し
たデータパケットを用いて復号化（ｄｅｃｏｄｉｎｇ）を行うと、データパケットの受信
成功率が向上する。
【００２０】
　例えば、通信システムにおいて最初のデータパケットが９０％確率で誤り無しに伝送さ
れるように運営する場合、データパケットを再伝送する時に、最初の伝送時に比べて高い
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符号率でデータパケットを伝送してもシステム運営上に問題がない。高い符号率で伝送を
するということは、データパケットを再伝送する時に使用する物理的伝送リソースを、最
初の伝送時に比べて少なく使用するということを意味する。
【００２１】
　ここで、データパケットを再伝送する時に、伝送可能な総シンボル個数を用いてＣＱＩ
／ＰＭＩまたはランク指示子の符号率を計算すると、ＣＱＩ／ＰＭＩまたはランク指示子
を安定して伝送できるような符号率とされない場合がある。そこで、データを再伝送する
時、ＣＱＩ／ＰＭＩまたはランク指示子を安定的に伝送するための符号率設定する方法が
要求される。
【００２２】
　要するに、再伝送時に帯域を節約するための目的として、既存の端末は、再伝送される
総情報ビット（例えば、データ、制御ビット）の量を減らすために基地局により制御され
てきた。これがデータビットに対するエラー率を高めることはないが、再伝送されたペイ
ロードデータは元来のペイロードデータと柔軟に結合されるからである。しかし、これら
両信号の相応する制御情報は、復号化／変調のために結合しない。すなわち、一般的なシ
ステムでは、再伝送される信号のトランケーテッド（ｔｒｕｎｃａｔｅｄ）制御ビットが
符号率設定のために用いられ、結果として低い性能をもたらす。そこで、本発明は、新規
の方法によって元来の制御情報を再使用することによって、上記のような低い性能を補完
するためのものである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２３】
　データパケットが再伝送される時、ＣＱＩ／ＰＭＩまたはランク指示子の符号率がデー
タのシンボルの総数を用いて算出される場合、ＣＱＩ／ＰＭＩまたはランク指示子を安定
的に伝送するための符号率とされない場合がある。したがって、データが再伝送される場
合、安定してＣＱＩ／ＰＭＩまたはランク指示子を伝送するための符号率設定方法が要求
される。
【００２４】
　要するに、再伝送時に帯域を節約するための目的として、既存の端末は、再伝送される
総情報ビット（例えば、データ、制御ビット）の量を減らすために基地局により制御され
てきた。これがデータビットに対するエラー率を高めることはないが、再伝送されたペイ
ロードデータは元来のペイロードデータと柔軟に結合されるからである。しかし、これら
両信号の相応する制御情報は、復号化／変調のために結合しない。すなわち、一般的なシ
ステムでは、再伝送される信号のトランケーテッド（ｔｒｕｎｃａｔｅｄ）制御ビットが
符号率設定のために用いられ、結果として低い性能をもたらす。したがって、本発明は、
新規の方法によって元来の制御情報を再使用することによって、上記のような低い性能を
補完する。
【課題を解決するための手段】
【００２５】
　したがって、本発明は、それぞれデータ及び制御情報を有する第１アップリンク信号及
び第２アップリンク信号を伝送する方法及び装置を対象とする。この方法は、生成する制
御情報のシンボルの数に基づいて第２アップリンク信号の制御情報をチャネル符号化する
ことを含む。チャネル符号化は、第１アップリンク信号のデータのペイロードサイズと第
１アップリンク信号のＰＵＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃ
ｈａｎｎｅｌ）の伝送可能な総シンボルの個数とによって、シンボルの数を決定すること
を含む。
【００２６】
　好適には、前記決定するステップは、第２アップリンク信号の制御情報のペイロードサ
イズ及び第２アップリンク信号の制御情報に適用されるオフセット値によって、シンボル
の個数を決定することを含むことができる。
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【００２７】
　好適には、上記方法は、第２アップリンク信号のデータをチャネル符号化して第２チャ
ネル符号化されたデータを生成すること；第１符号化されたデータ及び第２符号化された
データにチャネルインターリービングを行って第２アップリンク信号を生成すること；及
び、第２アップリンク信号を伝送することをさらに含むことができる。
【００２８】
　好適には、前記制御情報のシンボルの個数を
【００２９】
【化１】

前記制御情報のペイロードサイズを
【００３０】

【化２】

前記制御情報に適用されるオフセット値を
【００３１】
【化３】

前記第１アップリンク信号のデータのペイロードサイズを
【００３２】
【化４】

前記　第１アップリンク信号のＰＵＳＣＨの伝送可能な総シンボルの個数を
【００３３】

【化５】

を天井（ｃｅｉｌｉｎｇ）関数とする時、前記
【００３４】
【化６】

を満たす。
【００３５】
　好適には、前記制御情報は、チャネル品質制御情報またはランク指示子であり、前記チ
ャネル品質制御情報は、ＣＱＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｉｏ
ｎ）及びＰＭＩ（Ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　Ｍａｔｒｉｘ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）のうち少な
くとも一つを含むことができる。
【００３６】
　好適には、前記制御情報は、チャネル品質制御情報またはランク指示子であり、チャネ
ル品質制御情報のペイロードサイズは、チャネル品質制御情報に付加されたＣＲＣ（Ｃｙ
ｃｌｉｃ　Ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　Ｃｈｅｃｋ）サイズを含むことができる。
【００３７】
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　好適には、上記方法は、第１アップリンク信号の前記データの前記ペイロードサイズと
前記第１アップリンク信号の前記ＰＵＳＣＨの伝送可能なシンボルの総個数を、メモリま
たはキャッシュから得ることをさらに含むことができる。
【００３８】
　好適には、前記第２アップリンク信号の前記制御情報の前記シンボルの個数を
【００３９】
【化７】

前記第２アップリンク信号の前記制御情報のペイロードサイズを
【００４０】
【化８】

前記第１アップリンク信号のＰＵＳＣＨ伝送のためのサブフレーム別ＳＣ－ＦＤＭＡシン
ボルの個数を
【００４１】
【化９】

前記第１アップリンク信号のＰＵＳＣＨのために割り当てられた帯域ＰＵＳＣＨ伝送を
【００４２】

【化１０】

前記オフセット値を
【００４３】
【化１１】

前記第１アップリンク信号の前記データのペイロードサイズを
【００４４】
【化１２】

前記第１アップリンク信号の前記データのチャネルコーディング前における前記第１アッ
プリンク信号の前記データのコードブロック個数をｒ、コードブロックの総個数をＣとす
る時、前記制御情報の前記シンボルの個数である
【００４５】
【化１３】
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を満たす。
【００４６】
　また、それぞれ、データ及び制御情報を含む受信された第１アップリンク信号及び第２
アップリンク信号を処理するための方法及び装置が提案される。この方法は、第１アップ
リンク信号のデータのペイロードサイズと、第２アップリンク信号の制御情報を生成する
ための第２アップリンク信号のＰＵＳＣＨの伝送可能なシンボルの総個数とを含むチャネ
ル符号化されたデータをチャネル復号化することを含むことができる。
【００４７】
　好適には、チャネル復号化するステップは、前記第２アップリンク信号の前記制御情報
のペイロードサイズ及び前記第２アップリンク信号の前記制御情報に適用されるオフセッ
ト値を含むチャネル符号化されたデータをチャネル復号化することを含むことができる。
【００４８】
　好適には、前記第２アップリンク信号の前記制御情報のシンボルの個数を
【００４９】

【化１４】

前記第２アップリンク信号の前記制御情報のペイロードサイズを
【００５０】
【化１５】

前記第１アップリンク信号のＰＵＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅ
ｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）伝送のためのサブフレーム別ＳＣ－ＦＤＭＡシンボルの個数
【００５１】
【化１６】

を、前記第１アップリンク信号のＰＵＳＣＨのために割り当てられた帯域ＰＵＳＣＨ伝送
を
【００５２】
【化１７】

前記オフセット値を
【００５３】

【化１８】

前記第１アップリンク信号の前記データのペイロードサイズを
【００５４】
【化１９】

前記第１アップリンク信号の前記データのチャネルコーディング前における前記第１アッ
プリンク信号の前記データのコードブロック個数をｒ、コードブロックの総個数をＣとす
る時、復号化ステップで復号化された制御情報のシンボル個数は、
【００５５】
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【化２０】

を満たす。
【発明の効果】
【００５６】
　本発明によれば、アップリンクでデータ及び制御情報を伝送する時、データ及び制御情
報の符号率を正確に計算してデータ及び制御情報を含むアップリンク信号を伝送すること
ができる。
例えば、本発明は以下の項目を提供する。
（項目１）
　それぞれ制御情報及びデータを含む第１アップリンク信号及び第２アップリンク信号を
伝送する方法であって、
　制御情報のシンボルの個数に基づいて上記第２アップリンク信号の上記制御情報をチャ
ネル符号化し、第１チャネル符号化されたデータを生成することを含み、
　上記チャネル符号化するステップは、上記第１アップリンク信号の上記データのペイロ
ードサイズ及び上記第１アップリンク信号のＰＵＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎ
ｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）の伝送可能なシンボルの総個数によって上記シンボ
ルの個数を決定することを含む、アップリンク信号伝送方法。
（項目２）
　上記決定するステップは、上記第２アップリンク信号の上記制御情報のペイロードサイ
ズ及び上記第２アップリンク信号の上記制御情報に適用されるオフセット値によって上記
シンボルの個数を決定する、項目１に記載のアップリンク信号伝送方法。
（項目３）
　上記第２アップリンク信号の上記データをチャネル符号化して、第２チャネル符号化さ
れたデータを生成し、
　上記第１チャネル復号化されたデータと上記第２チャネル復号化されたデータにチャネ
ルインターリービングを行って、上記第２アップリンク信号を生成し、
　上記第２アップリンク信号を伝送すること、
をさらに含む、項目１に記載のアップリンク信号伝送方法。
（項目４）
　上記制御情報のシンボルの個数は、
【化２８１】

を満たし、
　ここで、上記制御情報のシンボルの個数が

【化２８２】

上記制御情報のペイロードサイズが
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上記オフセット値が
【化２８４】

上記第１アップリンク信号の上記データのサイズが
【化２８５】

上記第１アップリンク信号のＰＵＳＣＨの伝送可能なシンボルの総個数が
【化２８６】

が天井（ｃｅｉｌｉｎｇ）関数である、項目２に記載のアップリンク信号伝送方法。
（項目５）
　上記制御情報は、チャネル品質制御情報またはランク指示子であり、
　上記チャネル品質制御情報は、ＣＱＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃ
ａｔｉｏｎ）及びＰＭＩ（Ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　Ｍａｔｒｉｘ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）の
うち少なくとも一つを含む、項目１に記載のアップリンク信号伝送方法。
（項目６）
　上記制御情報は、チャネル品質制御情報またはランク指示子であり、
　上記チャネル品質制御情報のペイロードサイズは、上記チャネル品質制御情報に付加さ
れたＣＲＣ（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　Ｃｈｅｃｋ）のサイズを含む、項目
１に記載のアップリンク信号伝送方法。
（項目７）
　上記第１アップリンク信号の上記データのペイロードサイズと上記第１アップリンク信
号のＰＵＳＣＨの伝送可能なシンボルの総個数をメモリまたはキャッシュから取り込むこ
とをさらに含む、項目１に記載のアップリンク信号伝送方法。
（項目８）
　制御情報のシンボルの個数は、

【化２８７】

を満たし、
　ここで、上記第２アップリンク信号の制御情報のシンボルの個数が
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【化２８８】

上記第２アップリンク信号の制御情報のペイロードサイズが
【化２８９】

上記第１アップリンク信号のＰＵＳＣＨ伝送のためのサブフレーム当たりのＳＣ－ＦＤＭ
Ａシンボルの個数が
【化２９０】

上記第１アップリンク信号のＰＵＳＣＨ伝送のためにスケジューリングされた帯域ＰＵＳ
ＣＨ伝送が
【化２９１】

上記オフセット値が
【化２９２】

上記第１アップリンク信号のデータのペイロードサイズが
【化２９３】

上記第１アップリンク信号のデータのチャネルコーディング前における上記第１アップリ
ンク信号のデータのコードブロック個数がｒ、コードブロック個数ｒのビット数がＫｒ、
コードブロックの総個数がＣである、項目２に記載のアップリンク信号伝送方法。
（項目９）
　受信された第１アップリンク信号及び第２アップリンク信号を処理する方法であって、
　上記第１アップリンク信号及び上記第２アップリンク信号はそれぞれ制御情報及びデー
タを含み、
　上記第１アップリンク信号のデータのペイロードサイズ及び上記第１アップリンク信号
のためのＰＵＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ
）の伝送可能なシンボルの総個数を用いてチャネル符号化されたデータをチャネル復号化
して、上記第２アップリンク信号の上記制御情報を生成する、アップリンク信号処理方法
。
（項目１０）
　上記チャネル復号化ステップは、上記第２アップリンク信号の上記制御情報のペイロー
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て上記チャネル符号化されたデータをチャネル復号化する、項目９に記載のアップリンク
信号処理方法。
（項目１１）
　上記復号化ステップで復号化された制御情報のシンボルの個数は、
【化２９４】

を満たし、
　ここで、上記第２アップリンク信号の制御情報のシンボルの個数が

【化２９５】

上記第２アップリンク信号の制御情報のペイロードサイズが

【化２９６】

上記第１アップリンク信号のＰＵＳＣＨ伝送のためのサブフレーム当たりのＳＣ－ＦＤＭ
Ａシンボルの個数が
【化２９７】

上記第１アップリンク信号のＰＵＳＣＨ伝送のためにスケジューリングされた帯域ＰＵＳ
ＣＨ伝送が
【化２９８】

上記オフセット値が
【化２９９】

上記第１アップリンク信号のデータのペイロードサイズが
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上記第１アップリンク信号のデータのチャネルコーディング前における上記第１アップリ
ンク信号のデータのコードブロック個数がｒ、コードブロック個数ｒのビット数がＫｒ、
コードブロックの総個数がＣである、項目１０に記載のアップリンク信号処理方法。
（項目１２）
　それぞれデータ及び制御情報を含む第１アップリンク信号と第２アップリンク信号を伝
送する装置であって、
　ＲＦユニットと、
　メモリと、
　上記ＲＦユニット及び上記メモリと接続されるプロセッサと、
を含み、
　上記プロセッサは、上記第１アップリンク信号のデータのペイロードサイズ及び上記第
１アップリンク信号のＰＵＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃ
ｈａｎｎｅｌ）の伝送可能なシンボルの総個数によってシンボルの個数を決定すると、制
御情報のシンボルの個数に基づいて上記第２アップリンク信号の制御情報をチャネル符号
化して、第１チャネル符号化されたデータを生成するように構成される、アップリンク信
号伝送装置。
（項目１３）
　上記プロセッサは、上記第２アップリンク信号の制御情報のペイロードサイズと上記第
２アップリンク信号の制御情報に適用されるオフセット値によって上記シンボルの個数を
決定するように構成される、項目１２に記載のアップリンク信号伝送装置。
（項目１４）
　上記プロセッサは、
　上記第２アップリンク信号のデータをチャネル符号化して、第２チャネル符号化された
データを生成し、
　上記第１チャネル符号化されたデータ及び上記第２チャネル符号化されたデータにチャ
ネルインターリービングを行って上記第２アップリンク信号を生成し、
　上記第２アップリンク信号を伝送する、
ように構成される、項目１２に記載のアップリンク信号伝送装置。
（項目１５）
　上記制御情報のシンボルの個数が

【化３０１】

を満たし、
　ここで、上記制御情報のシンボルの個数が

【化３０２】

上記制御情報のペイロードサイズが
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【化３０３】

上記オフセット値が
【化３０４】

上記第１アップリンク信号のデータのサイズが
【化３０５】

上記第１アップリンク信号のＰＵＳＣＨの伝送可能な上記シンボルの総個数が

【化３０６】

が天井（ｃｅｉｌｉｎｇ）関数である、項目１３に記載のアップリンク信号伝送装置。
（項目１６）
　上記制御情報は、チャネル品質制御情報またはランク指示子であり、
　上記チャネル品質制御情報は、ＣＱＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃ
ａｔｉｏｎ）及びＰＭＩ（Ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　Ｍａｔｒｉｘ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）の
うち少なくとも一つを含む、項目１２に記載のアップリンク信号伝送装置。
（項目１７）
　上記制御情報は、チャネル品質制御情報またはランク指示子であり、
　上記チャネル品質制御情報のペイロードサイズは、上記チャネル品質制御情報に付加さ
れたＣＲＣ（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　Ｃｈｅｃｋ）のサイズを含む、項目
１２に記載のアップリンク信号伝送装置。
（項目１８）
　上記プロセッサは、
　上記第１アップリンク信号のデータのペイロードサイズと上記第１アップリンク信号の
ＰＵＳＣＨの伝送可能なシンボルの総個数をメモリまたはキャッシュから取り込むように
構成される、項目１２に記載のアップリンク信号伝送装置。
（項目１９）
　上記制御情報のシンボルの個数は、

【化３０７】

を満たし、
　ここで、上記第２アップリンク信号の制御情報の上記シンボルの個数が
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【化３０８】

上記第２アップリンク信号の制御情報のペイロードサイズが
【化３０９】

上記第１アップリンク信号のＰＵＳＣＨ伝送のためのサブフレーム当たりのＳＣ－ＦＤＭ
Ａシンボルの個数が
【化３１０】

上記第１アップリンク信号のＰＵＳＣＨ伝送のためにスケジューリングされた帯域ＰＵＳ
ＣＨ伝送が
【化３１１】

上記オフセット値が
【化３１２】

上記第１アップリンク信号のデータのペイロードサイズが
【化３１３】

上記第１アップリンク信号のデータのチャネルコーディング前における上記第１アップリ
ンク信号のデータのコードブロック個数がｒ、コードブロック個数ｒのビット数がＫｒ、
コードブロックの総個数がＣである、項目１３に記載のアップリンク信号伝送装置。
（項目２０）
　それぞれ制御データ及び制御情報を含む第１アップリンク信号と第２アップリンク信号
を受信する装置であって、
　ＲＦユニットと、
　メモリと、
　上記ＲＦユニット及び上記メモリに接続されるプロセッサと、
を含み、
　上記プロセッサは、
　上記第１アップリンク信号のデータのペイロードのサイズと上記第１アップリンク信号
のＰＵＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）の伝
送可能なシンボルの総個数を用いて、チャネル符号化されたデータをチャネル復号化する
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（項目２１）
　上記プロセッサは、上記第２アップリンク信号の制御情報のペイロードサイズと上記第
２アップリンク信号の制御情報に適用されるオフセット値を用いて、上記チャネル符号化
されたデータをチャネル復号化するように構成される、項目２０に記載のアップリンク信
号受信装置。
（項目２２）
　デコーダにより復号化された制御情報のシンボルの個数が、
【化３１４】

を満たし、
　ここで、上記第２アップリンク信号の制御情報のシンボルの個数が
【化３１５】

上記第２アップリンク信号の制御情報のペイロードサイズが
【化３１６】

上記第１アップリンク信号のＰＵＳＣＨ伝送のためのサブフレーム当たりのＳＣ－ＦＤＭ
Ａシンボルの個数が

【化３１７】

上記第１アップリンク信号のＰＵＳＣＨ伝送のためにスケジューリングされた帯域ＰＵＳ
ＣＨ伝送が

【化３１８】

上記オフセット値が

【化３１９】

上記第１アップリンク信号のデータのペイロードサイズが
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【化３２０】

上記第１アップリンク信号のデータのチャネルコーディング前における上記第１アップリ
ンク信号のデータのコードブロック個数がｒ、コードブロック個数ｒのビット数がＫｒ、
コードブロックの総個数がＣである、項目２１に記載のアップリンク信号受信装置。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
　添付の図面は、本発明の理解を助けるために含まれ、本明細書の一部を構成するもので
、発明の原理を説明するために提供される明細書と共に本発明の実施例を図示する。
【図１】ダウンリンク物理チャネルとダウンリンク伝送チャネル間のマッピング関係を示
す図である。
【図２】アップリンク物理チャネルと伝送チャネル間のマッピング関係を示す図である。
【図３】ダウンリンク伝送チャネルと論理チャネル間のマッピング関係を示す図である。
【図４】アップリンク伝送チャネルと論理チャネル間のマッピング関係を示す図である。
【図５】タイプ１無線フレームの構造を示す図である。
【図６】タイプ２無線フレームの構造を示す図である。
【図７】ＬＴＥダウンリンクのスロット構造を示す図である。
【図８】ＬＴＥアップリンクのスロット構造を示す図である。
【図９】アップリンク伝送チャネルであるＵＬ－ＳＣＨを通じて伝送されるデータ及び制
御情報の処理過程を示す図である。
【図１０】アップリンク伝送チャネルであるＵＬ－ＳＣＨを通じて伝送されるデータ及び
制御情報の選択的な処理過程を示す図である。
【図１１】データ及び制御情報が多重化された後のサブフレームの構造を示す図である。
【図１２】本発明の一実施例によるＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報とランク指示子が使用する変調
コンステレーション座標の一例を示す図である。
【図１３】本発明の一実施例によるＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報とランク指示子が使用する変調
コンステレーション座標の一例を示す図である。
【図１４】データ再伝送を説明するためのＨＡＲＱ（Ｈｙｂｒｉｄ　Ａｕｔｏｍａｔｉｃ
　Ｒｅｐｅａｔ　ｒｅｑｕｅｓｔ）過程を示す図である。
【図１５】本発明の一実施例によるデータ再伝送時のＭＣＳレファレンスの利用関係を説
明する図である。
【図１６】本発明の一実施例によるユーザ機器の構成ブロック図である。
【図１７】本発明の一実施例によってユーザ機器（ＵＥ）またはｅＮＢになりうる装置５
０の構成上の要素を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００５８】
　以下、本発明の好適な実施形態を、添付の図面を参照しつつ詳細に説明する。添付の図
面と共に以下に開示される詳細な説明は、本発明の例示的な実施形態を説明するためのも
ので、本発明が実施されうる唯一の実施形態を提供するためのものではない。以下の詳細
な説明は、本発明の完全な理解を助けるために具体的な細部事項を含む。ただし、当業者
には、本発明がこのような具体的細部事項なしにも実施されうるということが理解される
。例えば、以下の説明では一定の用語を中心に説明するが、これらの用語に限定されるこ
とはなく、任意の用語で説明される場合にも同じ意味を示すことができる。また、本明細
書全体にわって同一のまたは類似の構成要素については同一の図面符号を使用して説明す
る。
【００５９】
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　図９は、アップリンク伝送チャネルであるＵＬ－ＳＣＨを通じて伝送されるデータ及び
制御情報の処理過程を示す図である。
【００６０】
　制御情報と一緒に多重化されるデータの転送ブロック（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｂｌｏｃ
ｋ；以下、“ＴＢ”という。）に、ＴＢ用ＣＲＣ（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ
　Ｃｈｅｃｋ）を付着した後（Ｓ９０１）、ＣＲＣ付きデータは、ＴＢのサイズによって
複数のコードブロック（Ｃｏｄｅ　ｂｌｏｃｋ；以下、“ＣＢ”という。）に分けられ（
Ｓ９０２）、これらのＣＢにはＣＢ用ＣＲＣが付着され（Ｓ９０３）、これらのＣＲＣ付
きＣＢにチャネルコーディングが行われる（Ｓ９０４）。これらのチャネルコーディング
されたデータは、レートマッチング（Ｒａｔｅ　Ｍａｔｃｈｉｎｇ）を経て（Ｓ９０５）
、互いに結合する（Ｓ９０６）。これら結合したＣＢは、以降、制御信号と多重化される
（Ｓ９０７）。
【００６１】
　一方、ＣＱＩ／ＰＭＩは、ＣＲＣが付着された後（Ｓ９０８）に、データと別に、チャ
ネルコーディングされる（Ｓ９０９）。チャネルコーディングされたＣＱＩ／ＰＭＩは、
レートマッチング後に（Ｓ９１０）、データと多重化される（Ｓ９０７）。ここでは、チ
ャネルコーディング過程とレートマッチング過程とを別の過程として説明したが、場合に
よっては、チャネルコーディング過程がレートマッチング過程を含むこともできる。
【００６２】
　また、ランク（Ｒａｎｋ）情報も同様、データと別にチャネルコーディングされること
もできる（Ｓ９１１）。チャネルコーディングされたランク情報は、レートマッチングさ
れる（Ｓ９１２）。ここで、チャネルコーディング過程とレートマッチング過程を別の過
程として説明したが、場合によっては、チャネルコーディング過程がレートマッチング過
程を含むこともできる。
【００６３】
　多重化されたデータ及びＣＱＩ／ＰＭＩ及びランク情報は、チャネルインターリービン
グ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｉｎｔｅｒｌｅａｖｉｎｇ）される（Ｓ９１３）。
【００６４】
　ＡＣＫ（ＡＣＫｎｏｗｌｅｄｇｍｅｎｔ）／ＮＡＣＫ（Ｎｅｇａｔｉｖｅ　ＡＣＫｎｏ
ｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）信号は、データ、ＣＱＩ／ＰＭＩ及びランク指示子とは別にチャ
ネルコーディングされ（Ｓ９１４）、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報は、チャネルインターリービ
ングされた信号の一部をパンクチャリング（ｐｕｎｃｔｕｒｉｎｇ）するなどして挿入さ
れ、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号の挿入されたインターリービングされた信号は、物理リソース
（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ）マッピングされた後（Ｓ９１５）、アップリン
クで伝送される。
【００６５】
　チャネルコーディングされた特定のサイズのデータ、ＣＱＩ／ＰＭＩ及びランク指示子
は、レートマッチングを通じて、物理層で伝送されるシンボルまたはビット（ｂｉｔ）の
数にサイズが変形される。この場合、データ、ＣＱＩ／ＰＭＩ及びランク指示子別に、物
理層で伝送されるシンボルまたはビットの数が存在しなければならない。
【００６６】
　図１０は、アップリンク伝送チャネルであるＵＬ－ＳＣＨを通じて伝送されたデータ及
び制御情報の選択的な処理過程を示す図である。
【００６７】
　エラー検出は、Ｓ１００段階でＣＲＣ（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　Ｃｈｅ
ｃｋ）を通じてＵＬ－ＳＣＨ伝送ブロックについて提供される。
【００６８】
　全体伝送ブロックは、ＣＲＣパリティビットを計算するために用いられる。第１層に送
られる伝送ブロックのビットは
【００６９】
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【化２１】

で示される。パリティビットは
【００７０】
【化２２】

で示される。伝送ブロックのサイズはＡであり、パリティビットの数はＬである。
【００７１】
　コードブロック分割とコードブロックＣＲＣ付加は、Ｓ１１０段階で、伝送ブロックＣ
ＲＣ付加の後に実行される。Ｂが伝送ブロック（ＣＲＣを含む）のビットの数であれば、
コードブロック分割に対するビット入力は
【００７２】

【化２３】

で示される。ｒがコードブロック個数、Ｋｒがコードブロック個数ｒのためのビット数で
あれば、コードブロック分割後のビットは、
【００７３】
【化２４】

で示される。
【００７４】
　チャネルコーディングは、Ｓ１２０段階で、コードブロック分割とコードブロックＣＲ
Ｃの後に実行される。
【００７５】

【化２５】

がコードブロック個数ｒのためのコーディングされたｉ番目のストリーム、すなわち、
【００７６】
【化２６】

であれば、符号化された後のビットは、
【００７７】
【化２７】

で示される。
【００７８】
　レートマッチングは、Ｓ１３０段階で、チャネルコーディング後にターボ（Ｔｕｒｂｏ
）コーディングされたブロックに行われる。レートマッチングした後、ｒはコーディング
されたブロック個数、
【００７９】

【化２８】
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がコードブロック個数ｒのためのレートマッチされたビットの数であれば、前記ビットは
、
【００８０】
【化２９】

で示される。
【００８１】
　コードブロック結合は、Ｓ１４０段階で、レートマッチング後に実行される。制御情報
がＵＬ－ＳＣＨ伝送と共に多重化された場合、Ｇが、制御伝送のために用いられるビット
を除く伝送のためのコーディングされたビットの総数であれば、コードブロック結合後の
ビットは、
【００８２】
【化３０】

で示される。
【００８３】
　チャネル品質情報のチャネルコーディングは、Ｓ１５０段階で、
【００８４】
【化３１】

入力シーケンスを用いて行われる。チャネル品質情報のチャネルコーディングのための出
力シーケンスは、
【００８５】
【化３１－１】

で示される。
【００８６】
　ＲＩのチャネルコーディングは、Ｓ１６０段階で、入力シーケンス
【００８７】
【化３２】

を用いて行われる。
【００８８】
【化３３】

はそれぞれ、１ビットＲＩと２ビットＲＩを意味する。
【００８９】
　ＨＡＲＱ－ＡＣＫのチャネルコーディングは、Ｓ１７０段階で、入力シーケンス
【００９０】

【化３４】

で行われる。それぞれのＡＣＫ（ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）は、２進の‘１’に
符号化され、それぞれのＮＡＣＫ（ｎｅｇａｔｉｖｅ　ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ
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）は、２進の‘０’に符号化される。ＨＡＲＱ－ＡＣＫは、コードワード０のためのＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫビットに該当する
【００９１】
【化３５】

とコードワード１のためのＡＣＫ／ＮＡＣＫビットに該当する
【００９２】

【化３６】

によって、１ビット情報
【００９３】
【化３７】

または２ビット情報
【００９４】
【化３８】

で構成されることができる。
【００９５】
　また、ＨＡＲＱ－ＡＣＫは、２ビット以上の情報で構成されることもできる。すなわち
、
【００９６】
【化３９】

で構成されることができる。
【００９７】
【化４０】

が、全ての符号化されたＨＡＲＱ－ＡＣＫブロックのためのコーディングされたビットの
総個数であれば、ビットシーケンス
【００９８】

【化４１】

は、多数の符号化されたＨＡＲＱ－ＡＣＫの結合により得られる。
【００９９】
 
　データと制御情報との多重化への入力は、Ｓ１８０段階で、
【０１００】

【化４２】

で示されるＵＬ－ＳＣＨのコーディングされたビット及び
【０１０１】
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【化４３】

で示される制御情報のコーディングされたビットである。
【０１０２】
【化４４】

であり、
【０１０３】
【化４５】

のコラムベクトルであれば、データと制御情報との多重化動作の出力は、
【０１０４】
【化４６】

で示される。Ｈは、ＵＬ－ＳＣＨデータとＣＱＩ／ＰＭＩ情報のために割り当てられたコ
ーディングされたビットの総個数である。
【０１０５】
　チャネルインターリービングは、
【０１０６】

【化４７】

で示されるデータと制御情報との多重化動作の出力、
【０１０７】

【化４８】

で示される符号化されたランク指示子、
【０１０８】
【化４９】

で示される符号化されたＨＡＲＱ－ＡＣＫを用いて行われる。
【０１０９】
 
　チャネルインターリービング後のビットは、
【０１１０】
【化５０】

で示される。サブフレームで変調シンボルの個数は
【０１１１】
【化５１】
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【０１１２】
　図１１は、データ及び制御情報が多重化された後のサブフレームの構造を示す図である
。すなわち、データ、ＣＱＩ／ＰＭＩ、ランク指示子及びＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報が物理層
で適切に多重化された後のサブフレームは、図１１のように示される。
【０１１３】
　以下、データがＵＬ－ＳＣＨで伝送される場合に、データ及び制御情報の符号率（Ｃｏ
ｄｅ　Ｒａｔｅ）を計算する方法について説明する。
【０１１４】
　データが別の情報（例えば、ＣＱＩ／ＰＭＩ情報またはランク指示子のうち少なくとも
一つ）と同時に伝送される時、データと一緒に伝送される別の情報は、レートマッチング
された後にデータと多重化されるから、データが伝送される時、データが伝送されるシン
ボルの個数と、データと一緒に伝送される別の情報のシンボルの個数が必要とされる。こ
こで、‘伝送されるシンボルの個数’とは、レートマッチングを通じて出力されるシンボ
ルの個数を意味する。したがって、本発明でいう‘伝送されるシンボルの個数’は、レー
トマッチングを通じて出力されるシンボルの個数とする。
【０１１５】
　また、本発明では、ペイロードサイズは、ＭＡＣ（ｍｅｄｉｕｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｃｏ
ｎｔｒｏｌ）層から伝送された情報のサイズ（例えば、データのサイズまたは制御情報の
サイズ）と物理層の情報に任意的に付加されたＣＲＣのサイズとの和とすることができる
。制御情報にＣＲＣが付加される前における制御情報のサイズによってＣＲＣは制御情報
に付加されない場合もあり、よって、制御情報のペイロードはＣＲＣのサイズを含まない
こともある。特に、ＣＲＣの付加されていない制御情報のサイズが１１ビットと同一であ
るかまたは小さい場合、ＣＲＣは制御情報に付加されない。また、ＣＲＣの付加されてい
ない制御情報のサイズが１２ビットと同一であるかまたは大きい場合、ＣＲＣは制御情報
に付加される。
【０１１６】
　もし、データが伝送される符号率変調次数（Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　Ｏｒｄｅｒ）を正
確に知っていると、符号率と変調次数を用いてレファレンスＭＣＳ（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ
　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　Ｃｏｄｉｎｇ　Ｓｃｈｅｍｅ）を定義し、該レファレンスＭＣ
Ｓと別の情報のオフセット情報を用いて、データと一緒に伝送される別の情報のＭＣＳを
推定することができる。
【０１１７】
　ここで、データの符号率と変調次数によって得られるスペクトラル効率（Ｓｐｅｃｔｒ
ａｌ　Ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ）の逆数を
【０１１８】
【化５２】

は、下記の数学式１で計算することができる。
【０１１９】
【数１】

　レファレンス（ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ）ＭＣＳを
【０１２０】



(29) JP 5329651 B2 2013.10.30

10

20

30

40

【化５３】

とし、ＣＱＩ／ＰＭＩペイロードサイズを
【０１２１】
【化５４】

とし、データのブロック誤り率とＣＱＩ／ＰＭＩのブロック誤り率との差、及びデータの
符号化される方式とＣＱＩ／ＰＭＩの符号化される方式による差を補償するオフセット値
をｄＢ単位で表した変数を
【０１２２】
【化５５】

とする時、ＣＱＩ／ＰＭＩが伝送されるシンボルの個数
【０１２３】
【化５６】

は、下記の数学式２で計算することができる。
【０１２４】

【数２】

　上記の数学式２で、
【０１２５】
【化５７】

は、天井関数を表し、天井関数は、シンボル内の値より大きいかまたは等しい最小の整数
値を有する関数を表す。例えば、
【０１２６】

【化５８】

は、２．３より大きいかまたは等しい最小の整数３を表す。
【０１２７】
　また、レファレンス（ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ）ＭＣＳを
【０１２８】

【化５９】

とし、ランク指示子のペイロードサイズを
【０１２９】
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【化６０】

とし、データのブロック誤り率とランクのブロック誤り率との差及びデータが符号化され
る方式とランク指示子が符号化される方式による差を補償するオフセット値をｄＢ単位で
表した変数を
【０１３０】

【化６１】

とする時、ランク指示子が伝送されるシンボルの個数である
【０１３１】
【化６２】

は、下記の数学式３で表現することができる。
【０１３２】
【数３】

　レファレンスＭＣＳとされるデータの符号率と変調次数を知っていると、ＣＱＩ／ＰＭ
Ｉが伝送されるシンボルの個数とランク指示子が伝送されるシンボルの個数を計算するこ
とができる。ただし、ｅＮＢが、ＵＬ－ＳＣＨでデータを伝送する旨命令する場合に、ｅ
ＮＢはユーザ機器（ＵＥ）に、データと別の情報とが多重化された時に伝送可能な総シン
ボルの個数、データが伝送されるペイロードサイズ、及びデータの変調次数のみを知らせ
る。したがって、レファレンスＭＣＳを計算するためには、ユーザ機器（ＵＥ）とｅＮＢ
間には合意が必要とされる。
【０１３３】
　（実施例１－Ａ） 
　図９に示すように、データとＣＱＩ／ＰＭＩ及びランク指示子が共に伝送される場合、
データとＣＱＩ／ＰＭＩ及びランク指示子は、レートマッチングされた後に多重化される
。この場合、データ、ＣＱＩ／ＰＭＩ及びランク指示子のそれぞれが伝送されるシンボル
の個数を計算するには、複雑な閉形式（ｃｌｏｓｅｄ　ｆｏｒｍ）の数式または反復（ｉ
ｔｅｒａｔｉｖｅ）数式を用いなければならない。
【０１３４】
　そこで、本発明では、レファレンスＭＣＳを簡略に計算する方法を提案する。しかし、
レファレンスＭＣＳを計算する方法が簡略化すると、各情報の正確な符号率が適用されな
いことがある。
【０１３５】
　このレファレンスＭＣＳを計算する方法は、ＣＱＩ／ＰＭＩまたはランク指示子は伝送
されずに、ＵＬ－ＳＣＨでデータのみが伝送されると仮定し、データの符号率と変調次数
を用いる。
【０１３６】
　具体的に、レファレンス符号率を、下記の数学式４を用いて計算することができる。
【０１３７】
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【数４】

　ここで、
【０１３８】
【化６３】

は、レファレンス符号率を表し、
【０１３９】

【化６４】

は、データのペイロードサイズを表し、
【０１４０】
【化６５】

は、レファレンス変調次数であるデータの変調次数を表す。
【０１４１】
【化６６】

は、ＵＬ－ＳＣＨでデータを伝送する時に物理チャネル（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎ
ｅｌ）の伝送可能な総シンボルの個数を表す。本発明で、
【０１４２】

【化６７】

が伝送ブロックのための現在サブフレームのＰＵＳＣＨ伝送のためにスケジューリングさ
れた帯域であり、
【０１４３】

【化６８】

が、現在サブフレームのＰＵＳＣＨ伝送のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルの個数であれば、
【０１４４】
【化６９】

に対応する。
　したがって、
【０１４５】
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【化７０】

で表現されるレファレンスＭＣＳを、下記の数学式５を用いて計算することができる。
【０１４６】
【数５】

　ここで、
【０１４７】

【化７１】

はレファレンス符号率を表し、
【０１４８】
【化７２】

はデータのペイロードサイズを表し、
【０１４９】
【化７３】

は、レファレンス変調次数であるデータの変調次数を表す。
【０１５０】

【化７４】

は、ＵＬ－ＳＣＨでデータを伝送する時に物理チャネルの伝送可能な総シンボルの個数を
表す。
【０１５１】
　一般に、データには誤り検査（ｅｒｒｏｒ　ｃｈｅｃｋｉｎｇ）のためにＣＲＣが付加
される。上記の数学式４及び５では、データのペイロードサイズ
【０１５２】

【化７５】

をＣＲＣを含む値と定義したが、単純近似のためにＣＲＣを含めなくても良い。
【０１５３】
　（実施例１－Ａの適用：データとＣＱＩ／ＰＭＩが共に伝送される場合）
 
　データとＣＱＩ／ＰＭＩとがＵＬ－ＳＣＨで伝送される場合、データのペイロードサイ
ズ
【０１５４】
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【化７６】

を用いてレファレンスＭＣＳを計算し、ＣＱＩ／ＰＭＩが最終的に伝送されるシンボルの
個数を、下記の数学式６を用いて計算することができる。
【０１５５】
【数６】

　ここで、
【０１５６】

【化７７】

は、ＣＱＩ／ＰＭＩのペイロードサイズを表し、
【０１５７】
【化７８】

は、データのブロック誤り率とＣＱＩ／ＰＭＩのブロック誤り率との差及びデータの符号
化される方式とＣＱＩ／ＰＭＩの符号化される方式による差を補償するオフセット値をｄ
Ｂ単位で表した変数を表し、
【０１５８】
【化７９】

は、レートマッチング後のＣＱＩ／ＰＭＩが伝送されるシンボルの個数を表す。
【０１５９】
　上記数学式６を用いてＣＱＩ／ＰＭＩが伝送されるシンボルの個数
【０１６０】
【化８０】

が計算されると、データが伝送されるシンボルの個数
【０１６１】
【化８１】

は、下記の数学式７を用いて計算することができる。
【０１６２】

【数７】

　ここで、
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【０１６３】
【化８２】

は、ＵＬ－ＳＣＨでデータを伝送する時に物理チャネルの伝送可能な総シンボルの個数を
表す。データ及びＣＱＩ／ＰＭＩはレートマッチングされた後に多重化されるため、
【０１６４】

【化８３】

を除外したシンボルの個数が
【０１６５】
【化８４】

となる。
【０１６６】
　（実施例１－Ａの適用：データとランク指示子が共に伝送される場合）
 
　データとランク指示子がＵＬ－ＳＣＨで伝送される場合は、データとＣＱＩ／ＰＭＩが
共に伝送される場合と同様に、下記の数学式８を用いてランク指示子が伝送されるシンボ
ルの個数
【０１６７】
【化８５】

を計算する。
【０１６８】

【数８】

　ここで、
【０１６９】

【化８６】

は、ランク指示子のペイロードサイズを表し、
【０１７０】
【化８７】

は、データのブロック誤り率とランク指示子のブロック誤り率との差及びデータの符号化
される方式とランク指示子の符号化される方式による差を補償するオフセット値をｄＢ単
位で表した変数を表し、
【０１７１】
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【化８８】

は、ランク指示子が伝送されるシンボルの個数を表す。
【０１７２】
　上記の数学式８を用いて
【０１７３】

【化８９】

が計算されたら、逆に、データが伝送されるシンボルの個数
【０１７４】
【化９０】

を、下記の数学式９を用いて計算することができる。
【０１７５】
【数９】

　ここで、
【０１７６】
【化９１】

は、ＵＬ－ＳＣＨでデータを伝送する時に物理チャネルの伝送可能な総シンボルの個数を
表す。データとランク指示子はレートマッチングされた後に多重化されるため、
【０１７７】

【化９２】

を除外したシンボルの個数は、データのシンボル個数
【０１７８】
【化９３】

となる。
【０１７９】
　（実施例１－Ａの適用：データ、ＣＱＩ／ＰＭＩ及びランク指示子が共に伝送される場
合） 
　データ、ＣＱＩ／ＰＭＩ及びランク指示子が共に伝送されると、ＣＱＩ／ＰＭＩの伝送
されたシンボルの個数
【０１８０】
【化９４】

及びランク指示子の伝送されたシンボルの個数
【０１８１】
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は、下記のレファレンスＭＣＳを用いて計算することができる。
【０１８２】
　データ、ＣＱＩ／ＰＭＩ及びランク指示子が共に伝送される場合は、まず、レファレン
スＭＣＳを用いて下記の数学式１０及び数学式１１で
【０１８３】

【化９６】

を計算する。
【０１８４】
【数１０】

【０１８５】
【数１１】

【０１８６】
【化９７】

が得られると、下記の数学式１２を用いて
【０１８７】
【化９８】

を計算する。
【０１８８】
【数１２】

　ユーザ機器（ＵＥ）とｅＮＢ間においてデータ、ＣＱＩ／ＰＭＩ及びランクの正確な復
号化（ｄｅｃｏｄｉｎｇ）のためには、上述した計算が全て正確に行われる必要がある。
しかし、上記の数学式には
【０１８９】
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【化９９】

などが含まれているため、計算結果に無理数の値が含まれることがある。したがって、ユ
ーザ機器（ＵＥ）とｅＮＢで乗算、除算そして
【０１９０】

【化１００】

などを計算する方法によってユーザ機器（ＵＥ）とｅＮＢでの計算結果が異なってくるこ
とになる。
【０１９１】
 
　したがって、除算による計算結果に余り（ｒｅｍａｉｎｄｅｒ）を生じさせない、ＣＱ
Ｉ／ＰＭＩとランク指示子が伝送されるシンボルの個数を計算する方法を提案する。
【０１９２】
　ＣＱＩ／ＰＭＩとランク指示子が伝送されるシンボルの個数は、下記の数学式１３を用
いて計算する。
【０１９３】

【数１３】

　上記の数学式１３で、
【０１９４】
【化１０１】

は、情報Ｘのペイロードサイズを表し、
【０１９５】
【化１０２】

は、データの復号化される方式と情報Ｘの復号化される方式との差を補償するためのオフ
セット値をｄＢ単位で表示する変数を表し、
【０１９６】
【化１０３】

は、情報Ｘが伝送されるシンボルの個数を表す。情報Ｘは、ＣＱＩ／ＰＭＩまたはランク
指示子とすることができる。
【０１９７】
　上記の数学式１３でユーザ機器（ＵＥ）とｅＮＢで異なって計算されうる部分は、
【０１９８】
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と上記の数学式５で定義された
【０１９９】
【化１０５】

である。ユーザ機器（ＵＥ）とｅＮＢは、
【０２００】
【化１０６】

を量子化された（ｑｕａｎｔｉｚｅｄ）値とあらかじめ定義することを約束することがで
きる。
【０２０１】
【化１０７】

を量子化した結果を下記の表１に表す。例えば、ＵＥ及びｅＮＢは、
【０２０２】

【化１０８】

を表１に表すように量子化された値と定義することができる。下記の表１で、
【０２０３】
【化１０９】

の量子化値を表す。
【０２０４】
【化１１０】

の端数部分（ｆｒａｃｔｉｏｎａｌ　ｐａｒｔ）は、Ｎビットで表現することができる。
表１で、
【０２０５】
【化１１１】

の量子化した結果値は、その端数部分が６ビットで表現される。
【０２０６】
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　下記の表２及び３は、情報ＸがＣＱＩ／ＰＭＩまたはランク指示子の場合、
【０２０７】

【化１１２】

の計算された結果を表すものである。
【０２０８】
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【０２０９】
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【表３】

【０２１０】
【化１１３】

は様々な値を有しうるから、ｅＮＢとユーザ機器（ＵＥ）間に
【０２１１】
【化１１４】

を量子化された値と定義するためには、ユーザ機器（ＵＥ）とｅＮＢが多数の値を格納し
ていなければならない。しかし、量子化された値を格納しないためには、小数計算結果を
発生させる除算を除去しなければならない。
【０２１２】
　数学式１３及び数学式５を用いて、情報Ｘの伝送されたシンボルの個数
【０２１３】
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【化１１５】

を下記のように得ることができる。
【０２１４】
【数１４】

　上記の数学式１４で、
【０２１５】

【化１１６】

側に移項することができる。この時、天井関数内にある値を移項する時には、等号（“＝
”）を不等号（“≧”）に変換して移項可能にする。すなわち、天井（ｃｅｉｌｉｎｇ）
関数でＺがＺ・Ｘ≧Ｙを満たす最小整数である条件であれば、
【０２１６】

【化１１７】

はＺ・Ｘ≧Ｙと表現することができる。
【０２１７】
　したがって、量子化問題を解決するために、物理チャネルを通じて伝送された情報Ｘの
伝送されたシンボルの個数を計算する式を、下記のように定義することができる。
【０２１８】
【数１５】

　ここで、
【０２１９】
【化１１８】

は、ＵＬ－ＳＣＨでデータを伝送する時に物理チャネルの伝送可能な総シンボルの個数を
表し、
【０２２０】
【化１１９】

は、データのペイロードサイズを表し、
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【０２２１】
【化１２０】

は、情報Ｘのペイロードサイズを表し、
【０２２２】
【化１２１】

は、情報Ｘの伝送されたシンボルの個数を表し、
【０２２３】
【化１２２】

を量子化した値である。
【０２２４】
【化１２３】

が与えられる時、
【０２２５】

【化１２４】

は、上記の数学式１５を満たす最小の整数（ｉｎｔｅｇｅｒ）値である。
【０２２６】
　さらに、
【０２２７】

【化１２５】

は、１よりも大きい値であるから、
【０２２８】
【化１２６】

の逆数、すなわち
【０２２９】
【化１２７】

値を上記の数学式１５で使用することができる。
【０２３０】

【化１２８】

を使用する理由は、
【０２３１】
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【化１２９】

を量子化する時には整数値と小数値を記憶しなければならないが、
【０２３２】
【化１３０】

は、小数値のみを記憶すればいいからである。したがって、上記量子化問題を解決するた
めに、情報Ｘが物理チャネルを通じて伝送されるシンボルの個数を計算する上記の数学式
１５は、下記の数学式１６のように定義することができる。
【０２３３】
【数１６】

　ここで、
【０２３４】
【化１３１】

が与えられる時、
【０２３５】
【化１３２】

は、上記の数学式１６を満たす最小の整数値である。
【０２３６】
　上記の実施例１－Ａでは、ＣＱＩ／ＰＭＩまたはランク指示子は伝送されずに、ＵＬ－
ＳＣＨでデータのみが伝送されるとの仮定下に、データの符号率及び変調次数を用いてレ
ファレンスＭＣＳを計算したため、レファレンスＭＣＳ値が正確でないこともあるという
問題がある。
【０２３７】
　すなわち、上記の実施例１－Ａでは、各情報（すなわち、データ、ＣＱＩ／ＰＭＩ及び
ランク指示子）別に正確なレファレンス符号率が適用されない。レファレンス符号率（Ｒ
ｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｃｏｄｅ　Ｒａｔｅ）をデータ符号率と仮定すれば、データ符号率は
、ＣＱＩ／ＰＭＩとランク指示子が全体情報量においてどれだけを占めるかを知る場合に
のみわかり、ＣＱＩ／ＰＭＩとランク指示子が全体情報量においてどれだけを占めるかは
、データコードレートを知る場合にのみわかるわけである。
【０２３８】
　実施例１－Ｂ 
　本発明の実施例１－Ｂは、全体伝送されるシンボルの個数は、データ、ＣＱＩ／ＰＭＩ
及びランク指示子がＵＬ－ＳＣＨで伝送されるシンボル個数の和という事実に着目し、閉
形式（Ｃｌｏｓｅｄ　Ｆｏｒｍ）でデータ、ＣＱＩ／ＰＭＩそしてランク指示子のレファ
レンス符号率を一度で計算することを提案する。すなわち、レファレンスＭＣＳ値を未知
の変数と仮定し、データが伝送されるシンボルの個数をレファレンスＭＣＳ値の関数で表
現し、ＣＱＩ／ＰＭＩとランク指示子が伝送されるシンボル個数もレファレンスＭＣＳ値
の関数で表現すると、データ、ＣＱＩ／ＰＭＩそしてランク指示子が伝送される総シンボ
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ル個数がわかり、正確なレファレンスＭＣＳ値を求めることができる。
【０２３９】
　（実施例１－Ｂの適用：データとＣＱＰ／ＰＭＩが共に伝送される場合） 
　データとＣＱＩ／ＰＭＩのみがＵＬ－ＳＣＨで共に伝送される場合、ＵＬ－ＳＣＨで伝
送される総シンボル数は、ＣＱＩ／ＰＭＩが最終的に伝送されるシンボルの個数とデータ
が最終的に伝送されるシンボルの個数との和で表すことができる。したがって、ＣＱＩ／
ＰＭＩが最終的に伝送されるシンボル数を計算する公式とデータが最終的に伝送されるシ
ンボル数を計算する公式を用いて、レファレンスＭＣＳを計算し、計算されたＭＣＳレフ
ァレンスを用いてデータを伝送するためのシンボルの個数を求め、またＣＱＩ／ＰＭＩが
伝送されるシンボルの個数を計算する。
【０２４０】
　すなわち、下記の数学式１７を用いてデータが伝送されるシンボルの個数を求める。こ
の時、ＣＱＩ／ＰＭＩが最終的に伝送されるシンボルの個数を、データが最終的に伝送さ
れるシンボルの個数の関数で表現し、下記の数学式１８のように閉形式の方程式（ｃｌｏ
ｓｅｄ－ｆｏｒｍ　ｅｑｕａｔｉｏｎ）を作成する。
【０２４１】
【数１７】

【０２４２】
【数１８】

　上記の数学式１７及び数学式１８で、
【０２４３】
【化１３３】

は、データのペイロードサイズを表し、
【０２４４】

【化１３４】

は、データの伝送されたシンボルの個数を表し、
【０２４５】
【化１３５】

は、物理チャネルの伝送可能な総シンボルの個数を表し、
【０２４６】
【化１３６】
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【０２４７】
【化１３７】

は、ＣＱＩ／ＰＭＩのペイロードサイズを表し、
【０２４８】

【化１３８】

は、データのブロック誤り率とＣＱＩ／ＰＭＩのブロック誤り率との差及びデータの符号
化される方式とＣＱＩ／ＰＭＩの符号化される方式による差を補償するオフセット値をｄ
Ｂ単位で表した変数を表し、
【０２４９】

【化１３９】

は、ＣＱＩ／ＰＭＩが伝送されるシンボルの個数を表す。
【０２５０】
　一方、量子化（ｑｕａｎｔｉｚａｔｉｏｎ）問題を解決するために、上記の数学式１８
を下記の数学式１９に取り替えることができる。
【０２５１】

【数１９】

　ここで、
【０２５２】

【化１４０】

を量子化した値を表す。この時、
【０２５３】
【化１４１】

が与えられる時、
【０２５４】
【化１４２】

は、上記の数学式１９を満たす最小の整数値となる。
【０２５５】
　上記の数学式１９を用いて
【０２５６】
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を求めたら、下記の数学式２０を用いて
【０２５７】
【化１４４】

を計算することができる。
【０２５８】
【数２０】

　（実施例１－Ｂの適用：データとランク指示子が共に伝送される場合）
 
　データとランク指示子のみがＵＬ－ＳＣＨで伝送される場合は、データとＣＱＩ／ＰＭ
Ｉのみが伝送される場合と同様の方法で、ランク指示子が伝送されるシンボルの個数を計
算する。ランク指示子が伝送されるシンボルの個数を計算する公式とデータが伝送される
シンボルの個数を計算する公式を用いて、レファレンスＭＣＳを計算し、計算されたレフ
ァレンスＭＣＳを用いてデータが伝送されるシンボルの個数を求めることができ、また、
ランク指示子が伝送されるシンボル個数を計算することができる。
【０２５９】
　すなわち、下記の数学式２１を用いてデータが伝送されるシンボル個数を求める。この
時、ＣＱＩ／ＰＭＩが伝送されるシンボルの個数を、データが伝送されるシンボルの個数
の関数で表現し、下記の数学式２２のように閉形式の方程式を得る。
【０２６０】

【数２１】

【０２６１】
【数２２】

　上記の数学式２１及び数学式２２で、
【０２６２】

【化１４５】

はデータのペイロードサイズを、
【０２６３】
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はデータの伝送されたシンボルの個数を、
【０２６４】
【化１４７】

は物理チャネルの伝送可能な総シンボルの個数を、
【０２６５】
【化１４８】

はレファレンスＭＣＳを表す。また、
【０２６６】

【化１４９】

はランク指示子のペイロードサイズを、
【０２６７】
【化１５０】

はデータのブロック誤り率とランク指示子のブロック誤り率との差及びデータの符号化さ
れる方式とランク指示子の符号化される方式による差を補償するオフセット値をｄＢ単位
で表した変数を、
【０２６８】
【化１５１】

はランク指示子が伝送されるシンボルの個数を表す。
【０２６９】
　一方、量子化問題を解決するために、上記の数学式２２を下記の数学式２３に取り替え
ることができる。
【０２７０】
【数２３】

　ここで、
【０２７１】
【化１５２】

を量子化した値を表す。この時、
【０２７２】
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【化１５３】

が与えられる時、
【０２７３】
【化１５４】

は、上記の数学式２３を満たす最小の整数値である。
【０２７４】
　上記の数学式２３を用いて
【０２７５】
【化１５５】

を求めたら、下記の数学式２４を用いて
【０２７６】
【化１５６】

を計算することができる。
【０２７７】

【数２４】

　（実施例１－Ｂの適用：データ、ＣＱＰ／ＰＭＩ及びランク指示子が共に伝送される場
合） 
　データ、ＣＱＩ／ＰＭＩ及びランク指示子がＵＬ－ＳＣＨで伝送される場合は、ＵＬ－
ＳＣＨで伝送される総シンボルの個数は、ＣＱＩ／ＰＭＩが伝送されるシンボルの個数と
ランク指示子が伝送されるシンボルの個数とデータが伝送されるシンボルの個数との和で
表すことができる。したがって、ＣＱＩ／ＰＭＩが伝送される個数を計算する公式、ラン
ク指示子が伝送されるシンボルの個数を計算する公式、及びデータが伝送されるシンボル
の個数を計算する公式を用いて、レファレンスＭＣＳを計算することができる。レファレ
ンスＭＣＳを用いて、データが伝送されるシンボル個数を求めることができ、また、ＣＱ
Ｉ／ＰＭＩ及びランク指示子が伝送されるシンボル個数を計算することができる。
【０２７８】
　すなわち、下記の数学式２５を用いてデータが伝送されるシンボル個数を求めることが
できる。ここで、ＣＱＩ／ＰＭＩが伝送されるシンボルの個数を、データが伝送されるシ
ンボルの個数の関数で表現し、下記の数学式２６のように閉形式の方程式を得る。
【０２７９】
【数２５】
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【０２８０】
【数２６】

　上記の数学式２５及び数学式２６で、
【０２８１】
【化１５７】

はデータのペイロードサイズを、
【０２８２】

【化１５８】

はデータの伝送されたシンボルの個数を、
【０２８３】
【化１５９】

は物理チャネルの伝送可能な総シンボルの個数を、
【０２８４】
【化１６０】

はレファレンスＭＣＳを表す。
【０２８５】

【化１６１】

はＣＱＩ／ＰＭＩのペイロードサイズを、
【０２８６】
【化１６２】

はデータのブロック誤り率とＣＱＩ／ＰＭＩのブロック誤り率との差及びデータが符号化
される方式とＣＱＩ／ＰＭＩが符号化される方式による差を補償するオフセット値をｄＢ
単位で表した変数を、
【０２８７】
【化１６３】

はＣＱＩ／ＰＭＩが伝送されるシンボルの個数を表す。また、
【０２８８】
【化１６４】

はランク指示子のペイロードサイズを、
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【０２８９】
【化１６５】

はデータのブロック誤り率とランク指示子のブロック誤り率との差及びデータが符号化さ
れる方式とランク指示子が符号化される方式による差を補償するオフセット値をｄＢ単位
で表した変数を、
【０２９０】

【化１６６】

はランク指示子が伝送されるシンボルの個数を表す。
【０２９１】
　一方、量子化問題を解決するために、上記の数学式２６を下記の数学式２７に取り替え
ることができる。
【０２９２】

【数２７】

　ここで、
【０２９３】
【化１６７】

を量子化した値を表し、
【０２９４】

【化１６８】

を量子化した値を表す。この時、
【０２９５】
【化１６９】

が与えられる時、
【０２９６】
【化１７０】

は、数学式２７を満たす最小の整数値である。
　本発明で
【０２９７】
【化１７１】
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が求められると、
【０２９８】
【化１７２】

を計算する。ここで、天井（Ｃｅｉｌｉｎｇ）関数によってランク指示子が伝送される符
号率がレファレンス符号率よりも低くするように、下記の数学式２８を用いて
【０２９９】

【化１７３】

計算後に
【０３００】
【化１７４】

を求める方法が提案される。これは、ＣＱＩ／ＰＭＩよりもランク指示子が重要なためで
ある。
【０３０１】
【数２８】

　一方、量子化問題を解決するために、上記の数学式２８を下記の数学式２９に取り替え
ることができる。
【０３０２】

【数２９】

　この時、
【０３０３】

【化１７５】

が与えられると、
【０３０４】
【化１７６】

は、上記の数学式２９を満たす最小の整数値である。
【０３０５】
【化１７７】

が求められると、下記の数学式３０を用いて
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【０３０６】
【化１７８】

を計算することができる。
【０３０７】
【数３０】

　一方、ランク指示子をまず計算する場合、下記の数学式３１を用いることができる。
【０３０８】
【数３１】

　また、量子化問題を解決するために、上記の数学式３１を下記の数学式３２に取り替え
ることができる。
【０３０９】
【数３２】

　この時、
【０３１０】
【化１７９】

が与えられると、
【０３１１】

【化１８０】

は、数学式３２を満たす最小の整数値である。
【０３１２】
【化１８１】

が求められると、下の式を用いて
【０３１３】
【化１８２】

を計算することができる。
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【数３３】

　上述した方法で
【０３１５】

【化１８３】

を計算した後に
【０３１６】
【化１８４】

を計算する理由は、レファレンスＭＣＳとして用いられる
【０３１７】
【化１８５】

の値が略同一と判断されるためである。
【０３１８】
　データとＣＱＩ／ＰＭＩにそれぞれ異なる長さのＣＲＣが付加される場合や多数のＣＲ
Ｃが付加される場合には、
【０３１９】

【化１８６】

の全てが必ずしも実質的に同じレファレンスＭＣＳを表すわけではない。したがって、一
つの同一レファレンスＭＣＳから全ての値を計算するために、上記の数学式２８を下記の
数学式３４のように表現することができる。
【０３２０】

【数３４】

　または、量子化問題を解決するために、上記の数学式３４を下記の数学式３５に取り替
えることができる。
【０３２１】
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【数３５】

　この時、
【０３２２】

【化１８７】

が与えられると、
【０３２３】
【化１８８】

は、数学式３４を満たす最小の整数値である。
【０３２４】
【化１８９】

が求められると、下の式を用いて
【０３２５】

【化１９０】

を計算することができる。
【０３２６】
【数３６】

　同様に、上記の数学式３１は下記の数学式３７のように表現することができる。下記の
数学式３７を用いて、
【０３２７】
【化１９１】

を計算することができる。
【０３２８】
【数３７】

　または、量子化問題を解決するために、上記の数学式３７を下記の数学式３８に取り替
えることができる。
【０３２９】
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【数３８】

　この時、
【０３３０】

【化１９２】

が与えられると、
【０３３１】
【化１９３】

は、数学式３８を満たす最小の整数値である。
【０３３２】
【化１９４】

が求められると、下の式を用いて
【０３３３】
【化１９５】

を計算することができる。
【０３３４】

【数３９】

　上記実施例１－Ｂで、
【０３３５】
【化１９６】

を計算する順序は、次の通りである。
【０３３６】
【化１９７】

【０３３７】
【化１９８】

を満たす
【０３３８】
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【化１９９】

を計算する。この時、
【０３３９】
【化２００】

が与えられると、
【０３４０】
【化２０１】

は、上記の式を満たす最小の整数値である。
【０３４１】

【化２０２】

【０３４２】
【化２０３】

を満たす
【０３４３】
【化２０４】

を求める。この時、
【０３４４】
【化２０５】

が与えられると、
【０３４５】

【化２０６】

は、上記の式を満たす最小の整数値である。
【０３４６】
【化２０７】

【０３４７】
【化２０８】
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を求める。
【０３４８】
　（実施例１－Ｃ） 
　上記実施例１－Ａでは、レファレンスＭＣＳ値は、データ、ＣＱＩ／ＰＭＩ及びランク
指示子が伝送される時には、前記各情報が伝送される正確な符号率と変調次数を実際に考
慮しないという不都合がある。また、上記実施例１－Ｂで説明された方法は、各情報フィ
ールド（ｆｉｌｅｄ）を計算する方法が複雑であるとていう不都合がある。本実施例１－
Ｃは、上記実施例１－Ｂで説明された方法を使用すると各情報のＭＣＳがレファレンスＭ
ＣＳに最も近似化するという点を用いて、レファレンスＭＣＳを伝送しようとする種々の
情報の関数として表現する方法を提案する。すなわち、下記のように近似化した等式を用
いる。
【０３４９】
【数４０】

　ここで、記号
【０３５０】

【化２０９】

の左値と右値が略同一であることを表す。
【０３５１】
　レファレンスＭＣＳ値を、各情報が伝送するシンボルの個数に対する各情報が伝送しよ
うとするペイロードサイズの割合で定義する時、各情報が伝送しようとするシンボルの個
数を知らないことが問題とされる。しかし、伝送しようとする総シンボルの個数は知って
いるため、下記の数学式４１を用いて、各情報が伝送しようとするシンボル個数を計算す
ることなくレファレンスＭＣＳ値を求めることができる。
【０３５２】
【数４１】

　上記の数学式４１を用いて、下記の数学式４１のような結果を導くことができる。
【０３５３】
【数４２】

　しかし、ＵＬ－ＳＣＨで種々の情報が多重化して伝送されても、ユーザ機器（ＵＥ）は
伝送される総シンボルの個数を知っており、ユーザ機器（ＵＥ）は、各情報ごとに伝送さ
れるペイロードも知っている。また、各情報が伝送されるシンボルの個数の総合は、ＵＬ
－ＳＣＨで伝送される総シンボルの個数と同一であるという事実を用いて、各情報が伝送
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【０３５４】
　この場合、データに対して符号化利得（ｃｏｄｉｎｇ　ｇａｉｎ）または作動（ｏｐｅ
ｒａｔｉｏｎ）ブロック誤り率の差を補償するオフセット値によって該当の情報の伝送さ
れたシンボルの個数が決定されるため、本発明では、レファレンスＭＣＳを下記のように
定義することができる。
【０３５５】
　（１）データとＣＱＩ／ＰＭＩをＵＬ－ＳＣＨで伝送する場合、レファレンスＭＣＳを
下記の数学式４３のように定義することができる。
【０３５６】
【数４３】

　（２）データとランク指示子をＵＬ－ＳＣＨで伝送する場合、レファレンスＭＣＳを下
記のように定義することができる。
【０３５７】
【数４４】

　（３）データ、ＣＱＩ／ＰＭＩ及びランク指示子をＵＬ－ＳＣＨで伝送する場合、レフ
ァレンスＭＣＳを下記のように定義することができる。
【０３５８】

【数４５】

　すなわち、レファレンスＭＣＳ値は、ＵＬ－ＳＣＨで伝送される総シンボルの個数を、
伝送しようとする情報のペイロードの合計で除算した値と定義することを提案する。この
場合、各情報ペイロード値には、各情報が符号化されるコーディング手法、作動（ｏｐｅ
ｒａｔｉｏｎ）ブロック誤り率等によってデータレファレンスＭＣＳとの差を補償するオ
フセット値が乗算される。
【０３５９】
　したがって、ＣＱＩ／ＰＭＩとランク指示子は、下記の数学式４６を用いて実際に伝送
されるシンボルの個数を求めることができる。
【０３６０】
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【数４６】

　ここで、
【０３６１】
【化２１０】

は、情報Ｘのペイロードサイズを表し、
【０３６２】

【化２１１】

は、データが復号化される方式と情報Ｘが復号化される方式との差を補償するのためのオ
フセット値をｄＢ単位で表示する変数を表し、
【０３６３】
【化２１２】

は、情報Ｘが伝送されるシンボルの個数を表す。ここで、情報Ｘは、ＣＱＩ／ＰＭＩまた
はランク指示子とすることができる。
【０３６４】
　データが伝送されるシンボルの個数は、ＣＱＩ／ＰＭＩ及びランク指示子が伝送される
シンボルの個数を全体伝送可能なシンボルの個数から除外した値とされる。
【０３６５】
　データが伝送されるシンボル数を計算する一例は、下記の通りである。
【０３６６】
　（１）データとＣＱＩ／ＰＭＩがＵＬ－ＳＣＨで伝送される場合、データが伝送される
シンボルの個数は、下記の数学式により計算される。
【０３６７】
【数４７】

　（２）データとランク指示子がＵＬ－ＳＣＨで伝送される場合、データが伝送されるシ
ンボルの個数は、下記の数学式により計算される。
【０３６８】
【数４８】

　（３）データ、ＣＱＩ／ＰＭＩ及びランク指示子がＵＬ－ＳＣＨで伝送される場合、デ
ータが伝送されるシンボルの個数は、下記の数学式により計算される。
【０３６９】
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　以上ではＵＬ－ＳＣＨでデータが伝送される場合を挙げて説明したが、データなしにＣ
ＱＩ／ＰＭＩとランク指示子がＵＬ－ＳＣＨで伝送されることもできる。
【０３７０】
　したがって、以下では、ＵＬ－ＳＣＨでデータが伝送されない場合、制御情報の符号率
（Ｃｏｄｅ　Ｒａｔｅ）を計算する方法について説明する。
【０３７１】
　このような場合には、ｅＮＢ（ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｎｏｄｅ　Ｂ）はユーザ機器（ＵＥ）
にＵＬ－ＳＣＨが伝送される時に用いられる総シンボルの個数のみを知らせるようになっ
ている。したがって、この場合は、レファレンスになりうるＭＣＳがない。以下では、Ｃ
ＱＩ／ＰＭＩとランク情報が共にＵＬ－ＳＣＨで伝送される場合、レファレンスＭＣＳを
計算する方法を提案する。
【０３７２】
　（実施例２－Ａ） 
　実施例２－Ａでは、ＣＱＩ／ＰＭＩとランク指示子が伝送される時、ＣＱＩ／ＰＭＩの
みがＵＬ－ＳＣＨで伝送されるという仮定の下に、レファレンスＭＣＳをＣＱＩ／ＰＭＩ
の符号率と変調次数を用いて求める方法を提案する。
【０３７３】
　ＣＱＩ／ＰＭＩの符号率は、下記の数学式４９のように定義することができる。
【０３７４】

【数５０】

　ここで、
【０３７５】
【化２１３】

は、レファレンスコードレートを表し、
【０３７６】
【化２１４】

は、ＣＱＩ／ＰＭＩのペイロードサイズを表し、
【０３７７】

【化２１５】

は、レファレンス変調次数であるＣＱＩ／ＰＭＩの変調次数を表す。また、
【０３７８】
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【化２１６】

は、ＵＬ－ＳＣＨを伝送する際に、物理チャネルの伝送可能な総シンボルの個数を表す。
【０３７９】
　したがって、レファレンスＭＣＳは、下記のように計算することができる。
【０３８０】

【数５１】

　（実施例２－Ａの適用：ＣＱＩ／ＰＭＩとランク指示子が共に伝送される場合） 
　ＣＱＩ／ＰＭＩとランク指示子が共に伝送される場合は、下記の数学式５２のように、
レファレンスＭＣＳをまず用いて、ランク指示子が伝送されるシンボルの個数を計算する
。次に、物理チャネルを通じて伝送されうる総シンボルの個数からランク指示子が伝送さ
れるシンボルの個数を減算してＣＱＩ／ＰＭＩが伝送されるシンボルの個数を計算する。
【０３８１】
【数５２】

【０３８２】

【数５３】

　上記の数学式５２及び数学式５３で、
【０３８３】
【化２１７】

はランク指示子のペイロードサイズを表し、
【０３８４】
【化２１８】

はデータのブロック誤り率とランク指示子のブロック誤り率との差及びデータが符号化さ
れる方式とランク指示子が符号化される方式による差を補償するオフセット値をｄＢ単位
で表した変数を　表し、
【０３８５】
【化２１９】
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は、ランク指示子が伝送されるシンボルの個数を表す。
【０３８６】
【化２２０】

は、物理チャネルの伝送可能な総シンボルの個数を表し、
【０３８７】

【化２２１】

は、ＣＱＩ／ＰＭＩが伝送されるシンボルの個数を表す。
【０３８８】
　しかし、上記実施例２－Ａで説明された方法は、実施例１－Ａと実施例１－Ｂで説明し
た通り、ユーザ機器（ＵＥ）とｅＮＢ間に異なって具現されることがある。
【０３８９】
　したがって、これを解決するために、上記の数学式５２を下記の数学式５４に取り替え
ることを提案する。
【０３９０】
【数５４】

　この時、
【０３９１】
【化２２２】

が与えられる時、
【０３９２】
【化２２３】

は上記の数学式５４を満たす最小の整数値である。
【０３９３】

【化２２４】

が求められると、上記の数学式５３を用いて
【０３９４】
【化２２５】

を計算する。
【０３９５】
　上記実施例２－Ａで説明された方法を用いてＣＱＩ／ＰＭＩ符号率を計算すると、各情
報（ＣＱＩ／ＰＭＩとランク）別に正確なレファレンス符号率が適用されない。レファレ
ンス符号率をＣＱＩ／ＰＭＩ符号率と仮定すれば、ＣＱＩ／ＰＭＩ符号率は、ランク指示
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れだけを占めるかは、ＣＱＩ／ＰＭＩコードレートを知る場合にのみわかるわけである。
すなわち、上記実施例２－Ａで説明された方法は、ＣＱＩ／ＰＭＩのみ伝送されるという
仮定下に、理想的な状態でのＣＱＩ／ＰＭＩ符号率をレファレンス符号率と仮定する。
【０３９６】
　（実施例２－Ｂ） 
　しかし、本実施例２－Ｂは、全体伝送されるシンボルの個数はＣＱＩ／ＰＭＩとランク
指示子がＵＬ－ＳＣＨで伝送されるシンボルの個数の和という事実を用いて、閉形式でＣ
ＱＩ／ＰＭＩ及びランク指示子のレファレンス符号率を一度で求めることを提案する。
【０３９７】
　すなわち、レファレンスＭＣＳ値を未知の変数と仮定し、ＣＱＩ／ＰＭＩとランク指示
子を伝送するためのシンボル個数をレファレンスＭＣＳ値の関数として表現すると、ＣＱ
Ｉ／ＰＭＩとランク指示子が伝送される時の伝送される総シンボルの個数を知っているた
め、正確なレファレンスＭＣＳ値を求めることができる。
【０３９８】
　ＣＱＩ／ＰＭＩとランク指示子がＵＬ－ＳＣＨで伝送される場合は、ＵＬ－ＳＣＨによ
って伝送される総シンボルの個数は、ＣＱＩ／ＰＭＩの伝送されたシンボルの個数とラン
ク指示子の伝送されたシンボルの個数との和で表すことができる。したがって、ランク指
示子の伝送されたシンボルの個数を計算する公式とＣＱＩ／ＰＭＩの最終的に伝送された
シンボルの個数を計算する公式を用いて、レファレンスＭＣＳを計算し、計算されたレフ
ァレンスＭＣＳを用いて、ランク指示子が伝送されるシンボルの個数を求めることができ
、これによって、ＣＱＩ／ＰＭＩを伝送するためのシンボルの個数を計算することができ
る。
【０３９９】
　すなわち、下記の数学式５５を用いて、ランク指示子が伝送されるシンボル個数を求め
る。この時、ＣＱＩ／ＰＭＩの伝送されたシンボルの個数を、ランク指示子の伝送された
シンボルの個数の関数として表現し、下記の数学式５６のような閉形式の方程式が得られ
る。
【０４００】
【数５５】

【０４０１】
【数５６】

　上記の数学式５４及び数学式５５で、
【０４０２】

【化２２６】

は、ランク指示子のペイロードサイズを表し、
【０４０３】
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【化２２７】

は、データのブロック誤り率とランク指示子のブロック誤り率との差及びデータが符号化
される方式とランク指示子が符号化される方式による差を補償するオフセット値をｄＢ単
位で表した変数を表し、
【０４０４】

【化２２８】

は、ランク指示子が伝送されるシンボルの個数を表す。
【０４０５】
【化２２９】

は、物理チャネルの伝送可能な総シンボルの個数を表し、
【０４０６】
【化２３０】

は、ＣＱＩ／ＰＭＩが伝送されるシンボルの個数を表す。
【０４０７】
 
　または、量子化問題を解決するために、上記の数学式５６は下記の数学式５７に取り替
えることができる。
【０４０８】

【数５７】

　ここで、
【０４０９】
【化２３１】

を量子化した値を表す。この時、
【０４１０】
【化２３２】

が与えられると、
【０４１１】
【化２３３】

は、数学式５７を満たす最小の整数値である。
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【０４１２】
　（実施例２－Ｃ） 
　実施例２－Ｃは、実施例１－Ｃで用いられた原理を同一に用いる。伝送されるデータが
ないから、ＣＱＩ／ＰＭＩ情報を計算をする時には、ランク指示子をまず計算し、ＣＱＩ
／ＰＭＩが伝送されるシンボルの個数を計算する。したがって、ランク指示子とＣＱＩ／
ＰＭＩがＵＬ－ＳＣＨで伝送される場合、レファレンスＭＣＳは、下記の数学式５７のよ
うに定義する。
【０４１３】
【数５８】

　ランク指示子を伝送するためのシンボルの個数は、下記の数学式５９で求め、ＣＱＩ／
ＰＭＩを伝送するためのシンボルの個数は、ＵＬ－ＳＣＨで伝送される総シンボルの個数
からランク指示子を伝送するためのシンボルの個数を減算して求める。
【０４１４】
【数５９】

　ここで、
【０４１５】

【化２３４】

は、情報Ｘのペイロードサイズを表し、
【０４１６】
【化２３５】

は、データの復号化される方式と情報（Ｘ）の復号化される方式との差を補償するのため
のオフセット値をｄＢ単位で表示する変数を表し、
【０４１７】
【化２３６】

は、情報Ｘが伝送されるシンボルの個数を表す。ここで、上記の数学式５９において情報
Ｘはランク指示子とすることができる。
【０４１８】
　（実施例３） 
　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報は、データ、ＣＱＩ／ＰＭＩ及びランク指示子の多重化された情
報をパンクチャリング（ｐｕｎｃｔｕｒｉｎｇ）することによって挿入されるため、既存
情報の符号率を変化させることができる。しかし、ｅＮＢは、ユーザ機器（ＵＥ）がＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫを伝送したか否かを常に知っているわけではなく、よって、全ての情報がＵ
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を用いてＡＣＫ／ＮＡＣＫを伝送するためのシンボルの個数を計算する。
【０４１９】
　データが存在する時には、レファレンスＭＣＳとして
【０４２０】
【化２３７】

を使用し、データがなく、ＣＱＩ／ＰＭＩ及びランクのみがＵＬ－ＳＣＨで伝送される時
には、レファレンスＭＣＳとして
【０４２１】
【化２３８】

を使用する。すなわち、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報が使用するレファレンスＭＣＳは
【０４２２】
【化２３９】

で一般化することができ、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報の伝送されたシンボルの個数は、下記の
ように表すことができる。
【０４２３】
【数６０】

　ここで、
【０４２４】

【化２４０】

は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報のペイロードサイズを表し、
【０４２５】
【化２４１】

は、データのブロック誤り率とＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報のブロック誤り率との差及びデータ
の符号化される方式とＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報の符号化される方式による差を補償するオフ
セット値をｄＢ単位で表した変数を表し、
【０４２６】
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【化２４２】

は、最終的にＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号が伝送されるシンボルの個数を表す。
【０４２７】
　または、量子化問題を解決するために、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報が物理的チャネルを通じ
て伝送されるシンボルの個数を計算する方法が、下記のように提案される。
【０４２８】

【数６１】

　ここで、
【０４２９】

【化２４３】

を量子化した値を表す。この時、
【０４３０】

【化２４４】

が与えられると、
【０４３１】
【化２４５】

は、上記の数学式６１を満たす最小の整数値である。
【０４３２】
　（実施例４） 
　ＵＬ－ＳＣＨで伝送するＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報とランク指示子は、データまたはＣＱＩ
／ＰＭＩ情報とは違い、常にＱＰＳＫ（Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ
　Ｋｅｙｉｎｇ）またはＢＰＳＫ（Ｂｉｎａｒｙ　Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎ
ｇ）変調を用いる。このような特殊な変調方式（ｓｃｈｅｍｅ）を具現するために、ＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫとランク指示子は、データまたはＣＱＩ／ＰＭＩの変調星座（Ｍｏｄｕｌａ
ｔｉｏｎ　Ｃｏｎｓｔｅｌｌａｔｉｏｎ）の最外部４個（ＢＰＳＫを用いる場合は２個）
の座標のみを使用することがある。
【０４３３】
　図１２は、データまたはＣＱＩ／ＰＭＩ情報が１６ＱＡＭ（Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ａ
ｍｐｌｉｔｕｄｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）変調方式を用いる時、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報
とランク指示子が使用する変調星座の座標を表す。また、図１３は、データまたはＣＱＩ
／ＰＭＩ情報が６４ＱＡＭ変調方式を用いる時、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報とランク指示子が
使用する変調星座の座標を表す。
【０４３４】
　図１２及び図１３に示すように、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報とランク指示子が変調において
星座の最外部４個の座標を使用すると、ユークリッド距離（Ｅｕｃｌｉｄｅａｎ　ｄｉｓ
ｔａｎｃｅ）の観点からＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報とランク情報のシンボルの位置が互いに最
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も遠くなることができ、性能向上を得ることができる。
【０４３５】
　しかし、このような変調星座の座標上で最も最外部座標のみを使用すると、データとＣ
ＱＩ／ＰＭＩ情報が伝送される平均パワー（ｐｏｗｅｒ）を１と仮定する時、ＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫとランク指示子の平均パワーは１よりも大きい。したがって、本発明では、ＡＣＫ
／ＮＡＣＫ情報とランク指示子のＵＬ－ＳＣＨで伝送されるシンボルの個数を計算する過
程で、データまたはＣＱＩ／ＰＭＩの変調次数が１６ＱＡＭまたは６４ＱＡＭの時には、
補償オフセット変数
【０４３６】
【化２４６】

に加えて、補償オフセット変数
【０４３７】

【化２４７】

を、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ及びランク指示子をＵＬ－ＳＣＨで伝送するためのシンボルの個数
を計算する時に用いることを提案する。
【０４３８】
　データまたはＣＱＩ／ＰＭＩの変調次数がＱＰＳＫの時には、上記の実施例１－Ａ、実
施例１－Ｂ、実施例２－Ａ、実施例２－Ｂを用いて
【０４３９】

【化２４８】

を計算し、データまたはＣＱＩ／ＰＭＩの変調次数が１６ＱＡＭの時には、１－Ａ、実施
例１－Ｂ、実施例２－Ａ、実施例２－Ｂにおいて
【０４４０】
【化２４９】

の代わりに
【０４４１】
【化２５０】

または
【０４４２】

【化２５１】

を用いて各情報のシンボルの個数を計算する。
【０４４３】
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　また、データまたはＣＱＩ／ＰＭＩの変調次数が６４ＱＡＭの時には、上記の実施例１
－Ａ、実施例１－Ｂ、実施例２－Ａ、実施例２－Ｂにおいて、
【０４４４】
【化２５２】

の代わりに、
【０４４５】
【化２５３】

または
【０４４６】

【化２５４】

を用いて各情報のシンボルの個数を計算する。
【０４４７】
　データまたはＣＱＩ／ＰＭＩの変調次数として１６ＱＡＭまたは６４ＱＡＭを用いる時
、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報及びランク指示子のパワー差を補償するために、ＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋ情報及びランク指示子のオフセット値
【０４４８】

【化２５５】

を変調次数にしたがって別々に与えることで、データまたはＣＱＩ／ＰＭＩの変調次数に
応じて該当のオフセット値を使用する。
【０４４９】
　（実施例５） 
　ランク指示子とＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報は、伝送可能な最大シンボルの個数が制限される
ことがある。そこで、本発明で提案した方法によってＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報の伝送された
シンボルの個数
【０４５０】
【化２５６】

を計算する時、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報の伝送可能なシンボルの最大個数よりも
【０４５１】
【化２５７】

が大きい場合、
【０４５２】
【化２５８】
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は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報の伝送可能なシンボルの最大個数に設定される。また、ＡＣＫ
／ＮＡＣＫ情報の伝送されたシンボルの個数
【０４５３】
【化２５９】

を計算する時、ランク指示子の伝送可能なシンボルの最大個数よりも
【０４５４】

【化２６０】

ランク指示子の伝送可能なシンボルの最大個数に設定される。
【０４５５】

【化２６１】

最大値は１２×ＮＲＢ×４とされる。ＮＲＢは、ＰＵＳＣＨが伝送されるリソースブロッ
ク（ＲＢ）の個数である。すなわち、ＰＵＳＣＨを通じて１ＲＢが伝送されるとすれば、
【０４５６】

【化２６２】

の最大値は４８である。
【０４５７】
　上記の実施例１－Ｂのようにデータ、ＣＱＩ／ＰＭＩ及びランク指示子が共に多重化さ
れる場合には、ランク指示子が伝送される情報は状況によって最後に計算されることがあ
る。このような場合、ランク指示子の伝送されたシンボルの個数
【０４５８】

【化２６３】

が伝送可能な最大値を超過したか確認し、超過をした場合は
【０４５９】

【化２６４】

が最大値に制約され、計算された
【０４６０】
【化２６５】

と最大伝送可能な値との差に該当するデータまたはＣＱＩ／ＰＭＩシンボルがさらに伝送
される。
【０４６１】
　（実施例６） 
　状況によっては、本発明で提案するレファレンスＭＣＳ値においてレファレンス符号率
は１より大きい値と設定または計算されることができる。レファレンス符号率が１よりも
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大きい場合には、ＣＱＩ／ＰＭＩ、ランク指示子及びＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報は基地局で復
号化されず、余分の情報をユーザ機器（ＵＥ）が伝送する場合が発生する。したがって、
このような場合には、ＣＱＩ／ＰＭＩ、ランク指示子及びＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報が伝送さ
れるシンボル個数をいずれも０とし、データのみを伝送することができる。
【０４６２】
　アップリンクを效率的に使用する別の方法に、ｅＮＢでレファレンス符号率が１よりも
大きい状況を作ることを防ぎ、もし、ユーザ機器（ＵＥ）がこのような状況を感知した場
合には、ｅＮＢが失敗したか或いはユーザ機器（ＵＥ）が失敗して誤った制御情報を読ん
だものと判断し、アップリンクでいかなる情報も伝送しない方法がある。
【０４６３】
　（実施例７） 
　通信システムでは、データパケットを伝送し、データパケットの受信失敗でデータパケ
ットにエラーが発生した場合、該当のデータパケットが再伝送される。再伝送は、ｅＮＢ
により命令されたり、あらかじめ決定されたスケジュールによって行なわれることができ
る。
【０４６４】
　図１４は、データ再伝送を説明するためのＨＡＲＱ処理過程を示す図である。図１４に
示すように、最大処理過程は８個であり、最大再伝送時間は４に設定される。それぞれの
処理過程で、ｎ番目のサブフレームタイミングでｅＮＢからユーザ機器（ＵＥ）がＵＬ＿
Ｇｒａｎｔを受信すると、ユーザ機器（ＵＥ）は、ｎ＋４番目のサブフレームでデータを
伝送し始める。
【０４６５】
　例えば、ｎ＋４番目のサブフレームでデータを伝送し始めた後、バッファーに格納され
たデータ（例えば、図１４の‘１’）の３番の再伝送の間に、ｅＮＢからユーザ機器（Ｕ
Ｅ）がＡＣＫを受信しないと、ユーザ機器（ＵＥ）は、バッファーフラッシュ（ｆｌｕｓ
ｈ）及びデータを再構成し、再構成されたデータ（例えば、図１４の‘１ｒｅ’）を伝送
する。処理過程２は、処理過程１と同じケースである。処理過程３では、データ（例えば
、図１４の‘３’）が２回再伝送された後にもｅＮＢからユーザ機器（ＵＥ）がＡＣＫを
受信しないと、ユーザ機器（ＵＥ）は、新しいデータ（例えば、図１４の‘３’’）を４
番目の伝送タイミングで伝送する。また、処理過程３で、ユーザ機器（ＵＥ）が新しいデ
ータを伝送した後にｅＮＢからＡＣＫを受信しないと、ユーザ機器（ＵＥ）は５番目の伝
送タイミングで新しいデータを再伝送する。これらの処理過程と同様に、処理過程４乃至
６を説明することができる。また、処理過程１乃至８はそれぞれ独立して作動する。
【０４６６】
　再伝送する場合、最初に受信したデータパケットと再伝送時に受信したデータパケット
を用いて復号化すると、最初にデータパケットが伝送される時に使用されたリソースが全
部使用されなくても、データパケットを受信する成功率が増加する。例えば、通信システ
ムで最初のデータパケットが９０％の確率でエラー無しに伝送されるように運営をする場
合に、データパケットを再伝送する時に最初伝送する時よりも高い符号率でデータパケッ
トを伝送しても、システム運営上に問題がない。高い符号率で伝送するということは、デ
ータパケットを再伝送する時に使用した物理的伝送リソースを、最初の伝送時に比べて少
なく使用するということを意味する。
【０４６７】
　データの伝送されるデータパケットサイズ及びＰＵＳＣＨで伝送可能な総シンボルの個
数を用いてレファレンスＭＣＳを計算し、このレファレンスＭＣＳを用いてＣＱＩ／ＰＭ
Ｉ及びランク指示子を伝送するためのシンボルの個数を計算することを本発明で提案した
。
【０４６８】
　しかし、データパケットを再伝送する時、最初の伝送時に比べてデータを伝送するため
のシンボル数が少ない場合にもシステム運営上に問題はなく、むしろより効率的になりう
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割り当てることができる。この場合、ＣＱＩ／ＰＭＩ及び／またはランク指示子を、再伝
送されるデータと共に多重化して伝送することができる。
【０４６９】
　この時、該当のＰＵＳＣＨ伝送時間に伝送可能な総シンボル個数を用いてレファレンス
ＭＣＳを計算するとすれば、ＣＱＩ／ＰＭＩ及び／またはランク指示子を安定して伝送す
るための符号率を設定しなくて済む。図１５は、データ伝送時のＭＣＳレファレンスの利
用関係を説明する図である。本発明では、図１５に示すように、データが再伝送されるＰ
ＵＳＣＨ伝送時に、ＣＱＩ／ＰＭＩ、ランク指示子及びＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報がそれぞれ
伝送されるシンボル数は、データが伝送された最初の伝送時に用いられた符号率を用いて
計算することを提案する。
【０４７０】
　すなわち、制御情報Ｘが伝送されるシンボル個数を計算する下記の数学式６２では、デ
ータが最初に伝送された時のレファレンスＭＣＳを用いる。
【０４７１】
【数６２】

　ここで、
【０４７２】
【化２６６】

は、データが最初に伝送された時のレファレンスＭＣＳを表し、
【０４７３】

【化２６７】

は、情報Ｘのペイロードサイズを表し、
【０４７４】
【化２６８】

は、データの復号化される方式と情報Ｘの復号化される方式との差を補償するのためのオ
フセット値をｄＢ単位で表示する変数を表し、
【０４７５】
【化２６９】

は、情報Ｘが伝送されるシンボルの個数を表す。情報Ｘは、ＣＱＩ／ＰＭＩ、ランク指示
子またはＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報とすることができる。
【０４７６】
　数学式６２は、下記の数学式６３で表現することができる。
【０４７７】
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　上記の数学式６３で、
【０４７８】
【化２７０】

は、データ再伝送時における制御情報（例えば、ＣＱＩ／ＰＭＩ、ランク指示子またはＡ
ＣＫ／ＮＡＣＫ情報）の伝送されたシンボルの個数、
【０４７９】
【化２７１】

は、データ再伝送時における制御情報のペイロードサイズである。
【０４８０】

【化２７２】

は、データが最初に伝送される場合における、ＰＵＳＣＨ伝送のためのサブフレーム当た
りのＳＣ－ＦＤＭＡの個数を表し、
【０４８１】

【化２７３】

は、データが最初に伝送される場合における、スケジューリングされた帯域ＰＵＳＣＨ伝
送である。したがって、
【０４８２】
【化２７４】

は、データが最初に伝送される場合における、ＰＵＳＣＨの伝送可能なシンボルの総個数
となる。
【０４８３】
【化２７５】

は、オフセット値を表す。
【０４８４】
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【化２７６】

は、データの最初伝送時におけるデータのペイロードサイズを表し、ｒは、チャネルコー
ディング以前のデータのコードブロック個数を表し、
【０４８５】

【化２７７】

は、コードブロック個数ｒのビット数を表し、Ｃは、コードブロックの総個数を表す。
【０４８６】
　ＬＴＥシステムでは、データパケットが再伝送される時、再伝送される形態によってＲ
Ｖ（Ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　Ｖｅｒｓｉｏｎ）番号が付与される。ただし、ＰＵＳＣＨ伝
送ではＲＶ番号０、１、２、３のうち、１、２、３番は再伝送にのみ用いられる。したが
って、ＰＵＳＣＨ伝送時に、データが伝送される当時のＲＶ番号が１、２、または３であ
れば、データがＲＶ０で伝送される当時のレファレンスＭＣＳを用いて、ＣＱＩ／ＰＭＩ
、ランク指示子、及びＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を伝送するためのシンボルの個数を計算する
。すなわち、データの再伝送時には、ＣＱＩ／ＰＭＩ、ランク指示子及びＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋ情報の伝送されたシンボルの個数を数学式６３を用いて計算する。
【０４８７】
　本実施例７において、データ再伝送時のユーザ機器（ＵＥ）の各構成モジュールの機能
について説明すると、下記の通りである。
【０４８８】
　図１６は、本発明の一実施例に係るユーザ機器の構成ブロック図である。図１６に示す
ように、ユーザ機器（ＵＥ）１３０は、第１チャネルコーディングモジュール１３１、第
２チャネルコーディングモジュール１３２及び伝送モジュール１３３を含む。ユーザ機器
は、多重化モジュール、伝送モジュール、インターリービングモジュールを含む別の機能
を有するモジュールをさらに含むことができるが、本実施例では説明の便宜のために省略
するものとする。
【０４８９】
　第１チャネルコーディングモジュール１３１は、再伝送するデータをチャネルコーディ
ングする。第２チャネルコーディングモジュール１３２は、制御情報をチャネルコーディ
ングする。
【０４９０】
　第２チャネルコーディングモジュール１３２は、数学式６３を用いて制御チャネルの伝
送されたシンボルの個数を計算する。
【０４９１】
　伝送モジュール１３３は、第１チャネルコーディングされたデータと第２チャネルコー
ディングされた制御情報にチャネルインターリービングを行って生成されたアップリンク
信号を、アップリンクで伝送する。
【０４９２】
　上記のような構成により、データの再伝送時に伝送されるＣＱＩ／ＰＭＩ及び／または
ランク指示子を安定して伝送するための符号率を設定することができる。
【０４９３】
　上記から明らかなように、データ及び制御情報がアップリンクチャネルを通じて伝送さ
れる場合、データ及び制御情報を含むアップリンク信号を、データ及び制御情報の符号率
を正確に計算して伝送することができる。
【０４９４】
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　本発明は、ユーザ機器（ＵＥ）、ｅＮＢまたは無線移動通信システムに適用することが
できる。ｅＮＢに適用する場合、ユーザ機器から送信された符号化された／インターリー
ビングされた信号から信号を獲得するために、ｅＮＢはデインターリービング（ｄｅｉｎ
ｔｅｒｌｅａｖｉｎｇ）及び復号化動作を行う。
【０４９５】
　図１７は、ユーザ機器またはｅＮＢであって、上述の方法が行える装置５０の構成要素
を示すブロック図である。装置５０は、プロセッサ５１、メモリ５２、無線周波数（ＲＦ
）ユニット５３、ディスプレイ部５４及びユーザインターフェース部５５を含む。
【０４９６】
　無線インターフェースプロトコル層はプロセッサ５１に含まれる。プロセッサ５１は、
制御プレーン（ｐｌａｎｅ）及びユーザプレーンを提供する。各層の機能はプロセッサ５
１に含まれることができる。また、プロセッサ５１は、競合解決タイマー（ｃｏｎｔｅｎ
ｔｉｏｎ　ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ　ｔｉｍｅｒ）を含むことができる。メモリ５２は、プ
ロセッサ５１に連結され、作動システム、アプリケーション及び一般ファイルを格納する
。装置５０がユーザ機器であれば、ディスプレイ部５４は、種々の情報をディスプレイし
、ＬＣＤ（ｌｉｑｕｉｄ　ｃｒｙｓｔａｌ　ｄｉｓｐｌａｙ）、ＯＬＥＤ（ｏｒｇａｎｉ
ｃ　ｌｉｇｈｔ　ｅｍｉｔｔｉｎｇ　ｄｉｏｄｅ）などの周知の要素で構成することがで
きる。ユーザインターフェースユニット５５は、キーパッド、タッチスクリーンなどを含
む周知のユーザインターフェースの組み合わせで構成することができる。ＲＦユニット５
３は、プロセッサ５１に接続されて無線信号を伝送及び／または受信する。
【０４９７】
　以上で説明された実施例は、本発明の構成要素と特徴が所定形態で結合されたものであ
る。各構成要素または特徴は、特別に明示されない限り、選択的なものとして考慮しなけ
ればならない。各構成要素または特徴は、別の構成要素や特徴と結合された形態で実施す
ることもできる。また、一部の構成要素及び／または特徴を結合して本発明の実施例を構
成することもできる。本発明の実施例で説明される動作の順序は変更可能である。ある実
施例の一部構成や特徴は、別の実施例に含まれることもでき、別の実施例の対応する構成
または特徴に取って代わることもできる。特許請求の範囲で明示的な引用関係を有しない
請求項を結合して実施例を構成することもでき、出願後の補正によって新しい請求項とし
て含めることもできることは明らかである。
【０４９８】
　本明細書で、本発明の実施例はｅＮＢとユーザ機器（ＵＥ）とのデータ送受信関係を中
心に説明された。ここで、ｅＮＢは、ユーザ機器と直接的に通信を行うネットワークの終
端ノード（ｔｅｒｍｉｎａｌ　ｎｏｄｅ）を意味する。本文書で、ｅＮＢにより行われる
とした特定動作は、場合によっては、ｅＮＢの上位ノード（ｕｐｐｅｒ　ｎｏｄｅ）によ
って行われることもできる。
【０４９９】
　すなわち、ｅＮＢを含む多数のネットワークノード（ｎｅｔｗｏｒｋ　ｎｏｄｅｓ）か
らなるネットワークでＵＥとの通信のために行われる種々の動作は、ｅＮＢまたはｅＮＢ
以外の別のネットワークノードにより行われることができる。ここで、ｅＮＢは、固定局
（ｆｉｘｅｄ　ｓｔａｔｉｏｎ）、Ｎｏｄｅ　Ｂ、アクセスポイント（ａｃｃｅｓｓ　ｐ
ｏｉｎｔ）などの用語に代替可能である。また、本発明でユーザ機器は、‘移動端末（Ｍ
Ｓ：Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ）’に該当し、‘移動端末（ＭＳ）’は、ＳＳ（Ｓｕ
ｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ）、ＭＳＳ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　
Ｓｔａｔｉｏｎ）または端末（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｒｍｉｎａｌ）などの用語に代替可能
である。
【０５００】
　一方、本発明のユーザ機器には、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓ
ｉｓｔａｎｔ）、セルラーフォン、ＰＣＳ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉ
ｏｎ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）フォン、ＧＳＭ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂ
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ｌｅ　Ｂｒｏａｄｂａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍ）フォンなどを用いることができる。
【０５０１】
　本発明の実施例は、様々な手段によって具現することができる。例えば、本発明の実施
例は、ハードウェア、ファームウェア（ｆｉｒｍｗａｒｅ）、ソフトウェアまたはそれら
の組み合わせなどにより具現することができる。
【０５０２】
　ハードウェアによる具現の場合、本発明の実施例による方法は、１つまたはそれ以上の
ＡＳＩＣｓ（ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉ
ｒｃｕｉｔｓ）、ＤＳＰｓ（ｄｉｇｉｔａｌ　ｓｉｇｎａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｏｒｓ）、
ＤＳＰＤｓ（ｄｉｇｉｔａｌ　ｓｉｇｎａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｄｅｖｉｃｅｓ）
、ＰＬＤｓ（ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｌｏｇｉｃ　ｄｅｖｉｃｅｓ）、ＦＰＧＡｓ（
ｆｉｅｌｄ　ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｇａｔｅ　ａｒｒａｙｓ）、プロセッサ、コン
トローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサなどにより具現することができる
。
【０５０３】
　ファームウェアやソフトウェアによる具現の場合、本発明の実施例による方法は、以上
で説明された機能または動作を行うモジュール、手順または関数などの形態で具現するこ
とができる。ソフトウェアコードは、メモリユニットに格納されてプロセッサにより駆動
されることができる。メモリユニットは、プロセッサの内部または外部に設けられて、公
知の様々な手段によりプロセッサとデータを交換することができる。
【０５０４】
　本発明は、本発明の精神及び必須特徴を逸脱しない範囲で、別の特定の形態に具体化す
ることができる。したがって、上記の詳細な説明はいずれの面においても制約的に解釈さ
れてはならず、例示的なものとして考慮しなければならない。本発明の範囲は、添付の請
求項の合理的解釈により定められなければならず、よって、本発明の等価的範囲内におけ
る変更はいずれも本発明の範囲に含まれる。また、特許請求の範囲で明示的な引用関係を
有しない請求項を結合して実施例を構成したり、出願後の補正により新しい請求項として
含めることができる。
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